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△

△

▼総合戦略の中て自殺対策について言及することがてきれば、総合的 全庁的に対

策を進めやすくなる。
▼今後、戦略が改訂となる際には、自殺対策と連携てきる部分を検討・相談し、連携
のさらなる深化を図ることもてきる。

▼子ども,若者の自殺対策に関する内容を「教育大綱」1こ も反映させることにより、より

実効性を高めることがてきる。

企
　
　
　
　
　
企

営

部

　

・　

　

営
部

経

画

　

・　

　

経

画

人口推移に基づく総合戦略の策定

地域てワークライフバランスに取り組む事業所の表影を通し

て、地域のワークライフバランスの推進を図る。

教育大綱の策定

▼「ワエクライフバランス」の評価基準によつては、事業所が職場のメンタルヘルス向
上に積極的に取り細む動機付けとなり得るため、自殺対策と関連させられる可能性が

ある。(cf健康経営の普及促進と自殺対策との運動 )

▼労働問題に関して住民への啓発の機会としても活用てきる可能性がある。

経営企

画部

企画課

企画課

1企 画課

▼連携中枢都市日の枠組みを′=舌 用し、隣接自お体と連携して、自殺対策事業を推進
することができる。

企画調整に関する事務
(人 口推移に基づく総合戦略
の策定 )

企画調整に関する事務
(教 育大綱の策定 )

企画調整に関する事務

(ワ ークライフ′`ランスの推

進 )

連携 中枢都市圏推進事業
経済的な結びつきの強い近隣自治体と連携中枢都市口を形
成し、圏域の経済の活性化や公共サービスの確保を図る。

○

△経営企

画部
企画課

△
▼共生ビジョンの中で、自殺対策についても言及することにより、地域社会づくりとして

白殺対策を進める上での基盤の整備強化を図りやすくなる。
定住 自立圏構想に関する事

務

複数の隣接自お体が互いに連携・協力し、役割分担を明確
にしながら、日域全体として目指すべき将来像の実現を目指

して、審議会や協議会等において共生ビジョンの検討を行う。

経営企

画部

地域 審議会

る険者を審議会委員として委嘱

域 の

各地域の自
について審議してもら

ることて、地
O

▼審議会における審議事項に自殺対策の取組等を加えることで、各地域ての自殺対
策の進紗の管理把握と、スムーズな事業促進を図れるようになる。

経営企

画部

企画課

企画課

O

▼住民が地域の情報を知る上て最も身近な情報
'巣

体であり、自殺対策の啓発として、
紛合相談会や居場所活動等の各種事業・支援策等に関する情報を直接住民に提供
する機会になり得る。とりわけ「自殺対策強化月間(9月 )」 や「自殺予防週間(9月 )」 に
は特集を組むなどするとより効果的な啓発が可能となる。

行政の情報提供・広噂に関す
る事務(広報等による情報発
信 )

・行政に関する情報・生活情報の掲載と充実
・自治体のホームページ/フェイスプック/ツイッターによる
情報発信
・新聞各社/テレビ/ラジオての情報伝達
・ビデオ広報番組等の作成
・広報誌等の編集・発行

経営企

画部
広報課

情報公開制度の実施に要する経費及び行政情報コーナーの
運営に要する経費

△

会となり得る。

住経営企

画部
広報課 情報公開制度

O
の`ち支える自殺対策」等に関する具体的な取組等がある場合は、記者会見の報
目に盛り込むことで、住民に対し、施策の更なる周知と理解の促進を図れる。

▼ 「し

告項広報課 首長定例記者会見

首長自らが、行政施
等を通して行政の情
される。このことによ
し、住民とのパートナーシップに基づく行政運営に資すること
を目的としている。

経営企

画部

住民ガイドプックの発行

行政のしくみや、役所における各種手続き方法、助成制度な
どの情報のほか、暮らしに役立つ生活情報を手軽に入手て
きるために住民ガイドプックを発行する。

O
▼ガイドプックの中に、様々な生きる支援に関する相談先の情報を掲載することで、住
民に対して情報周知を図ることができる。

経営企

画部
広報課

援を行う。

O
▼白殺対策強化月間(3月 )や 自殺予防週間(9月 )に 、地元スポーツチームとして、住
民への「いのち支える自殺対策」の啓発に協力してもらえれば、より幅広い暦の住民
に情報やメッセージを届けることができる。

広報課
地元スポーツチームによる活
動への支1景事業

経営企

画部

ていること

とし

は、自殺者の多くが槙数の

住民への相談事業 住民への相談事業(来 館・電話),法律・税務相麒 O総務部 総務 :累

△

▼どこに相醸したらよいか迷っている人が、どの窓口に行けばいいか尋ねてくることも
少なくないと思われる。
▼フロアマネージヤーにゲートキーパー研修を受講してもらうことで、気づき役としての
観点をもつてもらうことにつながり得る。

本庁庁内案内業務等委託事

業

別館の総合案内にて庁内案内業務を行うとともに、窓口等を

案内するフロアマネージャーを配置する。総務部 総務課

ワンストップ窓口の運営並びに印鑑登録証明書等の交付及
び手数料の収納業務を効率的かつ円滑に行うため、ワンス
トップ窓口支援嘱託員を設置する。

△

▼どこに相談したらよいか迷っている人が、どの窓口に行けばいいかと訪れることも少
なくないと思われる。                   ‐

▼そのため窓口支援嘱託員にゲートキーパー研修を受部してもらうことで、気づき役と
しての視点をもつてもらうことにつながり得る。

総務部 総務課 ワンストップ窓口支援員経費

住民から納税に関する相談を受け付ける。 O総務部 総務課
徴収の猥和制度としての納税

相談

O嘱託職員費 自治体税の徴収及び収納事務を行う。総務部 総務課

国民年金の届書、申諸書、基礎年金裁定請求書の受付、相

醸対応等を行う。
O

▼納税や年金の支払い守を期限まてに行えない住民は、生活面て深女llな 問題を抱え
ていたり、困難な状況にあつたりする可能性が高いため、そうした相敲を「生きることの

包括的な支援」のきつかけと捉え、実際に補 々な支援につなげられる体制を作っておく

必要がある。

▼相談を受けたり微収を行う職員等にゲートキーパー研修を受講してもらうことて、気
づき役やつなぎ役としての役割を担えるようになる可能性がある。

総務部 総務課 国民年金受付け相談員経費

人権意臓を高めるための啓発を行う。 O
▼第演会等の中て白殺問題について言及するなど、自殺対策を啓発する機会とし得
る。総務部 総務課

同和 。人権啓発事務
(人権啓発事業 )

O
▼職員研修 (特に新任と管理職昇任)の 1コマとして、自殺対策に関する講義を導入す
ることて全庁的に自殺対策を推進するためのベースとなり得る。嚇員の研修事業

新任研修
昇任時等研修総務部 職員課

18
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21

2α

1総

務部

都市計
画部

都市計
画部

住宅課

1職

員課

住宅課

O

O

O

23
都市計
画部

住宅課 O

24 環境部 清掃課 O

懃離轄振針皇F暴&増寧買盟雪置記華轍 熙盈五:て
自ヽ触

り鰹き役蜘 ど亀¬呟意5と悪雪第程諫,長:ら
うことlこょ

▼そのため相E談 員等にゲートキーパー研修を受講してもらうことで
役としての役割を担えるようになる可能性がある。

り得る。

す

▼

▼家賃滞納者の中には、 えていたり、
たヽめ、 のきっかけと捉

▼ 住

たヽめ、変 1とに気づき、然るべき支援先

環境部 清掃課25 △

孤独・孤立や認知症の疑い等、様々な問題が潜んている

てのゴミ出しが困難な高齢者への支援は、自殺のりスクを抱える住民へのアウ

能性がある。

26

ス

ツ

化

一

文
ボ
部

文化課

百齢者・障害者対象の戸別訪間によるごみ出し支援

職員の健原管理事務

営住宅事務 公営住宅の管理事務・公募事務を行う。

県と協力し

社会福祉法人等へ提供する。

運営

る。

(フードドライプ)

ポランティアセンターとの連絡
調整

指導談/健診後の事後 (職

防医療災病院坐力労者予 セン労

団体に対して補助金
図る。

バーHこ相談員を配置したり、段
るなど、

△

2'

ス

ツ

化

一

文

ポ

部
文化課

住民向けカルチヤースクール

事業

協働の学びと実践の
'3と

して、地域 において人の役に立つ活
動をしてみたいと思つている住民が、一歩を踏み出していく時
に泌要な学習について支援する。

△

て や 白殺対策に関する理解を深め

とし うな工夫が必要である。

28

ス

ツ

化

一

文
ポ
部

文化際 生涯学習プラザ事業費 麒連琵部南基期輪 摯馬規罠犠客
成する。

△
て

29 堆ｐ部
文化際 図書館の管理

住民の生涯学習の鳩としての読書環境の充実
映画会・お話し会等の開催など教育,文化サービスの提供

O

自 間や 自段予防週間等の際に連携

となり

関連の展示やリーフレット

文化ス

ポーツ

部

健全育成30 青少年教育事務

・青少年の豊かな人権形成や指導者の資買の
種萬習会の開催
・青少年委員に関する事務
・フレンドリースクールの運営

向上を図る各

O

が切れてしまうと、社会とめ接点を長失し孤

ることて、自殺のリスクを抱え

91 條
・ッ
文
ポ
部

O
ことで、

てヽ て

自地域の若年層の る上 て 、殺実態を把握す る情報収集の機会となる

92

ス

ツ難
ポ一部

るため、住民会

子どものつどい、′bの扉

研修会訥師派遣

△
り

33堆ボ・ッ部
健全育成

課
中高生の活動支援・居場所提供・中高生担当 日指導員との

居場(中高生向け活動支援
の実施

)所提供等
O ▼

ぼ ての有効な窓口とし

日

94

部
る情報提供・子育てに関す

る 。

するとともに、交流のイ足進・子
O

交ヽ流できる鳩を設けることて、子育ての悩み等の 自殺リスクの負

多加者の消在的なリスクを案知し、早期に相談に繋げられる可能性がある。

健全育成

課
な世代が多加てきる交流事業の実施 O

でき蒲                  
で自分の役

型
や有用性を見出すこと力t

くヽことで業との連携を深めてし し若年層が命の大切さにつ え るてヽ考
し得る。機会を提供

3G堆ｐ部
各館て週1回、学習

高生向け学習支援 )

る中 O

大ヽ学生と接触する中で、中高生が自身や客庭の問題・悩み等を相酸す

中高生の家庭状況を把握するとともに、必要時に
り得る。つなぐ等の対応をと

は地域の支援

気づき役や
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ス

3 健全育成

課
青少年補導センター事業

誂 岳路毒

行防止、健全育成を図るための事業。

(2)電 話相談窓口を設置

彎幕筆τ珊 攣締脚
O

文化ス

ポーッ

部

健全育成 ライフデザインセミナー開催
事業

ンセミナー」を実
シンボジウムを

新入

る。
O

すると「〕F行 」と思われる行動力く、実は青少年にとっての

▼セミナーて

蒲虚線 習曙爆 B再
殺の現状と

青少年り、 け対策

て 相

像
リ

文
ボ

部

健全育成

課
心のパートナー派造事業

るヽ者や心理学等を学んて し て

児童生徒の

O
▼大学生 (院生)に ゲートキー′ 白殺リスクのある児童し

ス

ツ難
杵
部

健全育成

課
子ども会育成事業

各会の
― の

△ チ君雲乾継 鼠望寛ヽ肌 尉霊患鵠詠騰」
する見▼

41 維ｐ部
健全育成

課

各種補助金(女 性含少年教育
費 )

リーダーの責質向上と

る。

O

▼薬物を乱用している著者の中には、様々な問題を抱え

若者の早期発見

て自殺リスクの高い子もい

そうした い自殺リスクの高

雄慟部
健全育成
課

おやじの会活動支援事業 疫柵
=眉

研席琴庸現
せるため、研修会を実施するほ

△

お 自 ること
り、

43堆ｐ部
健全育成

課
女性教育活動推進事業 生涯学習リーダー研修を実施する。

文化の向上を図るため、女性団体の

(1

(2)

社会→加や地域づくりの

△

▼

一

44 生活振
興部

地域振興

課

生活安定対策事業
(若年者の就労相談)

O
それ

45
生活振
興部

地域撮奥
労政広報紙発行学事条

望ましい雇用就集構造の実現、労働力需給調整、高齢者
雇用対策、障害者雇用対策、労働福祉等、行政の各種施策
への理解を深めてもらうため、広報紙 (誌 )を発行する。
。中小企業のひろば
・労政のしおり

△ 自 々

可能性があ

46
生活振
興部

地墳振興 しごと情報ボータルサイト構
築事業 屈用機 △

所恋寃罹宅七な紀 Fヽ

就労や労働問題に関する相談先情報を掲載すれIよ、支援策

47 生活振
興部

地域振興

課
生活一時資金貸付事業 重曇宗考雇寄毛貿試、子考艦Fて

必要とする生活資金を、
O

▼

4a
生活振
奥部

地域振興

課
東日本大震災避難者生活支
援事務 避難者相談ョーナー・地域内の避難者応援ルームの運営等 O

自殺のリスクを抱えた方も少なくない。
は、そうしたリスク層に接触する上での窓口とし

中 1こは

49 生活振
興部

地域振興

課
消費生活対策事務

消費者相E爽・情報提供
消費者教育・啓発
消費者団体活動支援

○
i                               もある。

'                           ・対応していくこと▼

て

50 生活振
興部

地域振興

課
無料法律相談委託 題基老竃よ写な認!蔀亀鳥亀写整逃 :朝語f毛ザがビ

相談所ての、無料法律相談紹介状 (チ ケット)を発行する。

O

▼ 中「こは者の て し抱え であったるヽ問題が深刻 り、複 合的て

)を 発ト

抄等のフォローを行うなどにより えれば、
る仕組みとなり得る。

5,
生活振
興部

消費生活関連イベントの開催
ていることから

△

(生きることの包括的な支援)をテー
住民意識の啓発や理解の促進を図

能となる。

52 生活振
興部

地域振興 地域消費者サポーター育成
事業 藩宅な月2綴寮盟黙鍋訟憲賂癬縫 輩

ポーターJを育成する。
△ な靭 糞τびξ罠甥撓豪身ヒ悉る

も
専寵誰添潔吃撃

住民と支援者とのつ

53
生活振
興部

スクールキャンパス啓発事業 O
▼ 学生

54
生活撮
興部

地域振興

課
地域′活動振興事務 O ことで、▼ 地 域 の住 民

大学生向

消費者トラブルを未然に防止するため、小・中・高・

けの学習資料の作成やバネル展を実施する。

自治会関係・コミュニティ育成・地区住民への請演や請
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生活振
興部

地域振興
課

住民多画推進事業

(1准 民多画推進に関する会議
住民多画を推進する条例に基づき、住民◆画推進について

調査審議するため会議を開催
(2)住 民参画推進会議
住民書画推進条例に基づき、住民と行政とによる樫働のま

ちづくりをュ常めるために、庁内に住民多画の推進と調秦を図
る組織として設置し、会議を開催
13)住 民多画手続研修会
住民今回手続の実施予定課を対象とした研修会を開催

紹)電 子申請手続研修会
住民多画手続の実施予定課を対象とした研修会を開催

△

56
生活娠
興部

地域振興

課
NPO連携促進事業

NPO、 企業、行政の協働を進めるため、地域課題について対
話するワークショップを開催する。

O

57
生活娠
興部

地域振興

課
まちかどコメンテーター事業

委I属した
=]メ

ンテーターに対してアンケート調査を実施するこ
とによって、住民の意見やニーズを把握して行政運営の参考
にするとともに、行政への関心や理解を深める。

O

58
生活振
興部

地域振興

課
行政出前トーク事業

住民からの要請により、職員が地域に出向いて行政に関す
る情報を分かりやす(伝えるととも1=、 住民の意見や提言など
を伺いながら、ともにまちづくりを考えていくために、淑方向型
の広報・広聴を行うことにより、住民の声を行政施策に反映さ
せる。

O
▼「ゲートキーパーの役割」や「1也域 自殺対策の取組」等を、トーク事業のメニューに加
えることで住民への啓発の機会となり得る。

59
生活振
興部

地域振興

課
首長とふれあいトーク

首長が自ら地域や住民の活動の場などに出向き、行政につ
いて住民と語り合い、行政に関する意見・意向等を聴取する
ことで、行政運営の参考とする。

O
▼「地域自殺対策の取組」等を、ふれあいトークのテーマとすることで住民への啓発の
機会となり得る。

60
生活振
興部

くりの推進
町内会役員等を対象に、コミュニティ活動に関する研修会を
実施する。

O
▼研修会の中で自殺対策についても言及してもらうことで、住民間での意識の醸成と
事業の周知につながる可能性がある。

61
生活撮

興部

男女共同

今画推進

課

地域まつり開催事業

男女共同今回社会の実現に向けて、住民と共に考え行動す
る今画型イベントを開催することによって、広く男女共同舎画
の意説を醸成するとともに、イベントを通して住民の情報発信
や交流を支援する。

△

▼テーマに即した連携が可能てあれば、自殺対策 (生きることの包括的な支援)に関
連する諸演や、プースの展示、資料の配布などを行うことで、住民への啓発の機会と
なり得る。

62
生活振
興部

男女共同

→画推進
課

男女共同参画センター運営事
業

1甘ニテ,:話   を軸器
な運営に活かす。
(3)図 書・ビデオ等の提供
(4)男 女共同→団に関する啓発イベント・講座の開催
(5)男 女共同今回に関する学習会講師派遣事業

団体等が開催する学習会や研修会などに講師を派遣し、
講師謝金を負担する。
(6)育 児支援

館内利用者や主催事業ての託児の実施(主催講座時、フ
リー日、相談時他)

△

▼男女共同参画に関する啓発イベントや講座において、自殺対策 (生きることの包括
的な支援)に関連する1育 報を取り上げたり、配布資料の一つとして相談先の情報を掲
載したリーフレットを入れ込んだりすることて、住民に対する啓発の機会となり得る。

63
生活振
興部

男女共同

→画推進
課

男女共同参画情報誌の発行

いて発信し、男女

男女共同→画に関す
地域社会、

△
▼情報誌の記事の一部として、自殺対策 (生きることの包括的支援)に 関連したトピッ
クも取り上げることにより、住民への情報周知や啓発を図ることができる。

男女共同
参画推進

課
男女共同参画計画推進事業

らみた相談のあり方を内容とする専門的・実

次男女共同参画計画冊子(改 訂版)の 作成

イ予う

る。

人

)男 女共同多画審議会の実施

参画啓発バンフレットの作成

習得

△
▼研修会の中て自殺対策についても言及することにより、相談員の自殺リスクを抱え
た方への相談対応について理解の深化を図ることができる。

殺対策を粛題にすることで、住民の視 点て「生き心地のよい地域」の
る機会となり栂る。

▼地域の課題として自殺問題を取り上げることて、行政と民間が運携して「地域づくりJ

するための基盤づくり1こ なり得る。て白殺対策を推進

▼自殺対策に関することもアンケート項 目に加えることて、住民の意見を収集するとと
もに、対策の課題 (相談窓口の認知度等)を把握することが可能となる。

4/10



6'

男女共同

今画推進

課

若年者を対象にデートDVに 関する請演会を行い、相手を
尊豆する関係を知つてもらうことて、DVの 発生を未然に防
ぐ 。

関係についての若年者の意識を高め、DVの発生を未

DVの 防止及びその被害者の保護に関し、庁内の関係部
署が相互に連携し、DVの様書者への的確な支援を行うため

アップ、パープルリボン街頭キヤンペーン等を行う。

推進事業

プ

成

1 年 生

メント施設の′ ルライト

やDV被害者の保護に関し、
ネットワークを精築する。

DV防止

し

カ

員相談

止庁内連絡会議

止啓発誌を配布す

イズDVリーフレットの配布
ズ の

パープ
ツリー、パネルの設置、

委員会

関係機関が情報交

の実施等を行う
た経営者支援セミナーや、中小企業経

)デートDV講演会

者による若者のためのデートDV講座

○

生活振
興部

産業振興

課
O

▼DV撤害者 は、一般的に自殺リスクの高い方が少なくない。

▼講演会や講座等でDVと 自殺リスクとの関連性や自殺対策について言及をすること
で、DV撤害者への支援に携わる関係者の間て理解や認識を深めてもらうことができ
る。

▼セミナーにおいて、自殺対策(生きることの包括的支猥)に関連する請演の機会
けることて、経営者に健康管理の必要性と重要性を訴える機会とし侍る。

る必要がある。

▼ ことによ
て`一層の理解を深めてもらうことて

てもらう一ヾ研修を受話し り
■)t

図れる。

生活振

興部

産業振興

課
新産業創出支援事業

ヘルスケアビジネスなど新たな産業を創出するため、新商品
等の開発に向けた取組に対し、助成等の支援を行うととも
に、新たにヘルスケアサービスの実用化検証に対する助成
制度を設け、健康分野の取組を充実させる。

△

▼企業の健康経営を支援する有償サービスが創出された際には、それを活用するこ
とて、健康経営の推進に向けた取り組みを行う企業を支援したり、取り組みの推進を
図ることができ、それらは労働者への生きることの包括的支援(自 殺対策)ともなり得
る。

生′モ振
興部

産業振興

課

SOHO事業者支援施設の管
理運営

SOHO事業者を育成支援する拠点施評1の 管理運営を行う。 △

▼自営業者は相彦tへのハードルが高いことがこれまての実態調査から明らかになっ
ている。
▼施設の管理運営を行う職員に、ゲートキーバー研修を受謂してもらうことで、自殺の
リスクとなりかねない問題等を抱えた自営業
適切な機関につなぐ等、気づき役、つなぎ役                  t
ある。
▼自営業者を対象に、様々な生きる支援に関する相E奥先の情報を掲申Rしたリーフレッ
ト等を配布することで、対象者への情報周知を回ることができる。

産業振興

課

商工相談

(専門家の派遣 )

生活損

興部

中小企業の様々な経営課題に対応して、各種の専門家を派
遣し、解決まで継続して経営上のアドバイスを行い事業者の
経営力の向上を図る。

△ 撃諦鱗鍵電観瑚駐騒翌詈岳瑾 蔵繋講岳件絡穂 1藤
る。

生活振

興都

産業振興
農業アドバイザー配置事業

アドバイザーが生産から流通・加工までの幅広い観点から指
導・助言を行う

△ 漂蜜超路)窮万伝第転墓朗畷観鶏手たると版市望薬写県テ甲詫
が適切な相談機関につなぐ等の対応を取れるようになる可能性がある。

生活振

興部

産業振興

課
中小企業資金融資

・中小企業に対する経営安定化に向けた緊急助成
。信用保証制度を利用した中小企業者に対する補助
・特定中小企業者の認定事業者に対する倒産防止の為の特

(災害緊急)を利用した事業者に対する助成

・低利の融資あつせん

○

▼融資の機会を通して、企葉の経営状況を把握するとともに、経営難に陥り自殺のリ
スクの高まつている経営者の情報をキャッチし、適切な支援先へとつなげる等の機能
を果たし得る。

(

福祉部
福祉推進

課
民生・児童委員事務 民生・児童委員による地域の相談・支援等の実施 O

¥製笥 3雲コ課長理貿思暫警責能 歌官子
同じ住民という立場から、気軽lこ相談

▼地域て困難を抱えている人に気づき、適切な相談機関につなげる上て、地域の最
初の窓日として機能し得る。

福祉部
福祉推進

課
地域福祉推進事業

地域福祉計画において目指している、みんなが生き生きと暮
らしていける地域社会の実現に向けて、計画に基づき、地域
住民や民間団体の自主的な福祉活動を支援し、地域住民の
多様な福祉ニーズに対応てきるようにするため、住民と行政
が協働し、

① 地域福祉館単位の地域福拿止ネットワーク推進による地域
福祉の推進体制
② 地区の特性を踏まえた住民の意見を地域福祉計画の推
進に取り入れる仕組み
を整える。
1地 域福祉館等を拠点としたネットワークの推進
2地 域福祉計画推進委員会運営
3地 域福祉計画地区福祉推進会議運営
4,小地域ネットワーク支えあい補助金
5地 域福祉計画策定 (印帰l・ 製本 )

O

▼地域包括ケアと自殺対策との運動は今後の重要課題ともなっており、地域福祉ネッ
トワークや会議体はその運動を進める上ての要となり得る。

あ憎筆写昂糞看名ぎぷ登只守宵猛勇あ負ヨ2奏岬 雪r者間
で

▼地域福祉支援員や地域福祉億職員による相談活動や見守り活動は、地域 におし
自殺リスクを抱えた対象者の早期発見と支援にもなり得る。

保護司会補助金福祉部
福祉推進

課

地域の保護司会の健全な運営を図るため、各保護司会に対
し補助金を支給する。

△

ラヂ7を抱覧卍斎ユ昔黎高騰犀海潮駅甜1家
庭や学校の人Fロヨ関係にト

華潔鑽踏盛桃蕪欧哲震勤鋸跳権聟監鴇秘β
ある。

福祉部
福祉推進

確利擁護の仕組みづくり
安心生活センターく社会福祉協議会内に設置〉こ対する補助
福祉サービス等の相談受付
成年後見人制度利用者の相談受託等

O

▼判断能力に不安を抱える方の中には、精神疾患や知的障害等を有し、自殺のリス
クが高い方も含まれる可能性がある。
▼事菓の中て当亭者と接触する機会があれば、自殺のリスクが高い人の情報を
キャッチし、支ケ景につなぐための機会、接点となりうる。

'3

h

75
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醐　　一　　醐

福祉推進

課

福祉推進

課

O

O

云曽尋掘首               塘名電諸党碍:畠誌 ォだだ言習罠

£程孝逸残i飛ぎ覇み民雷線
を

'8
福祉部

福祉推進
課

置委
相

肇♂軍葉耗孝ぞ吾
恨等の支援事柔を、社会福祉協議

合相談 ,案 内窓ロ

一時金を支給する。

生活安定支援事業

葬祭費

結合的な保健・福祉相談

△

自殺リスクの高まつてし
そうした方を支援機関

るヽ方もいる可能
へとつなぐ機会と

ず 費用の支払t やヽ
て

てて しヽ る

,9 福祉部
福祉推進
課

システム事業

る。(運営

しい暮らしを続ける

O

は、地域包括ケアと自殺対策との連動を進める上て
の中

の醸威 そ

80 福祉部
福祉推進

課

り暮らし等施策

O

てもらうことで

し

て くヽこと1こ ょり

8, 福祉部
福祉推進

課
とり暮らし等施策 ットワーク会議の開催 O 関係者同士の連携を深めることにより 地域包括ケア 自殺と

くヽ上 し得る。ての基盤の構築に寄与

福祉却
福祉推進

名簿の作成ひとり暮らし等施策 O
自お会等と共有すること
一チに活用できる。(た

個人 1ヽニ は十分な注意が必要てある。)

83 福祉部
福祉推進

際 高齢者の O 自戦リスクの

84 福祉部
福祉推進
課

以上の住民が健康づくり
への活動費の助威

( O 住民への問題啓発と研修

85 福祉部
福祉推進

課 をヽ見出すきっかけの場づくり O 問題の啓発や情報

86 福祉部
福祉推進

際 文化のイ △ てれば、高齢者

▼

囲の方

(自 殺対策)のパネル
々への啓発の機会と

87 福祉部
福祉推進

課

障害者 多くの住民

O 麟慕奪』二Fするプースゃ蜃示等を行う

88 福祉部
福祉推進

分の 1の 自己負
スヾ交付事業

て し O の窓ロ

ag 福祉部
福祉推進

課
入浴卒業

回 1 る。

O 入浴券と

90 福祉部
福祉推進

課

び各種団体・個人の要請に応して元気

紹介

元気高齢者活動支援事業 O
万が一の

について説明することで、同
口れる。

91 福祉部
福祉推進

課 O X房霜豪晃格銀肇協圏鳥再晟蜃輔 軽 Fに
掲示することにより、高齢者

92 福祉部
福祉推進

会ヽ食事業 ることにより、

をヽ深める 的て、
ときに、

づヽく
O

し高齢者の生活実態を把握することで、孤独死等の予防を

等、気づき役 よう

食事の提供機会を利用
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93 福祉部
福祉推進 寝たをり高齢者孝理髪‐美暮

サービス事業
在宅の穣たきりの高齢者に対して、理段サービス又は美容
サービスを行い、保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。

O

可能性がある。

地域リハビリテーション活動
支援事業

溢鍋摺ツ乱言獅霜ぽ誕甚毬棚 離言争盈を
総合的に支援する。
1亡 民の通いの1岳、高齢者クラフ等を対象に、集団及び個
別指導の実施
2身 体能力低下のある高齢者の生活実態把握
3実 務者会議へ→加し、ケアマネジメント支援の実施
4支 援に関わるボランティア等への研修

O
▼ ことて、てもらう

福祉部
福祉推進

課
高齢者等買い物困難者対策 高齢者等の買い物困難者に対する支援策を検討する。 O とコミュニケーションをとることおぐてきれば、物ヽ て

うる

介護保険
課

介護給付に関する事務
・居宅介護・室度訪問介護・行動援護・同行援護・望度障害者

嘉晶逼轟簾
・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援 O

当人や家族にとって負担が大きく、最悪の号合、心中や殺人へとつながる危

や家族の負担軽減を図ることて、自殺リスクの軽減にも寄与し得

介護にまつわる問題を抱え提供は、 て リスクが高し殺の 住ヽ民との接

介護保険
際

介護相談
晟

齢者とその家族の悩みごとや介護保険等に関する総合相
O

Σぽ

よ当人や家脚 ことっての負,日が少なくなく 珈 こ自殺リスクlこつながる場合も

鋤
鶏 辮 牌 法聯 隆 艶拙 e

90 福祉部
介護保険

課
高齢者への総合相談事業

。高齢者に対し必要な支援を把担するため、高齢者相談室に
おいて初期段階から継続して相談支援を行い、ネットワーク
の構築に努める。
・24時間介謹電話相言費

O
情軍鞭 磐旨』語廃轟Iる

ことて、困難な状況に陥つた高齢者の
ていることから、支援の途中て関わりが途切れる
が生きることの包括的支援(自 殺対策)にもなって

99 福祉部
介鎧保険
課

介護職員人材確保推進事業
地域内の介護事業所等に勤務する職員の技術向上を図るこ
とにより、介護サtス の維持及び向上を目指す。 O

I責余言怒寧尾麿堵協理
こその家族の中には、様々な問題を抱え、自殺リスクの高

100 福祉部
介護保険

躁
介護者のつどい 介謹従事者の日ごろの悩みの解消や、リフレッシュ、情報交

換の
'Fを

開設する(年 1回 )。
O 極客着空言婁イ紫絆 締 雛題諾Tき

る機会を設けることて、支

な声

慢者への支援は、新しい自船 合対策大綱において重点項 目り つとされてい

福祉部
介護保険

課
家族介護請督会等開催事案

家族介護講習会を開催し、介護技術の習得による家族の介
護負担の軽減を図るとともに、交流会を開催し、介護者の心
身のリフレッシュを回り、在宅貪護を支 ,とする。

O

▼支援者 (家族)への支援は新しい自
り、家族の負担軽減を通して、介護の
る。

る
「

習会は、家族との接触を通して、支援者 (家 族)の異変を軍知する機会ともなり得

102 福祉部
介韻保険
課

碁護老人ホームヘの入所
65歳以上で経済的理由等により自宅ての生活が困難な高齢
者への入所手続き O

予     雲譲孫務稲鋪盤 森鋭離 き

地域包括支援センターの運営103 福祉部
介護保険

課
高齢者相談室運営協議会・ケア会・譲の開催 O

ことで
る問題や自▼地域の高齢者が抱え 運営協議会
る て`、

104 福祉部
介護保険
課

認知症サポーター養成講座
誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知症につい
ての正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援する認知
症サポーターを養成する。

O

かる負担は大きく、介護の中で共側れとなったり心中力く生したり

気

105 福祉部
介護保険
課

認知症等見守リメイト養成講
座・活動

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり
を推進するため、認知症等見守リメイト養成謂座を開催し、訂
座をい了した認知症等見守リメイト(ボランティア)が、認知症
と思われる高鈴者等の見守りや家族への支援を行う。

O

介護の中て共倒れとなつたり したり心中が生

▼ メ したり

106 福祉部
介護保険

認知症介護教室
認知症についての正しい知識や接し方等の講義、介護家族
等の介護の不安や負担を軽減するための多加者の交流など
を内容とした認知症介護教窒を実施する。

O (新 しし支援 自殺総合対策大幅

107 福祉部
認知症介護の電話相談の設
置

認知症の人や介護している家族の不安や悩みについて、同
じ経験を持つ相談員が対応するとともに、認知症に関する情
報提供を行う。

O の提供を通して、支援者への
)の強化を図ることができる。

支援 (新しい自
重点項 目の 1つ

7ノ/18



1 福祉部
介護保険

課

る。

△

介護保険

課
1 福祉部

号訪問・通所・
O

1 福祉部
介護保険

課

防運動指導者養成講
△

111 福祉部
長寿支援

課

止ネットヮーク
推進事業

関係機関の連携体制の強化を回る。

O

112 福祉部
長寿支援
課

在宅医療推進委員会

地域で安心して暮らす上て必要な医療・介護を、切れ日なく
受けられる体制の整備を目指し、医療機関や介護事業所等
の関係機関を構成員とする委員会を開催し、在宅医療推進
センター事案に関する協議、承認を行う。

△

▼推進委員会ての議題の一つとして、地域の 自殺実態や 自殺対策の内容等につき驚
論し、関係者の修識の共有や理解の促進を図ることで、自殺対策 (生 きることの包括
的支援)を核にしつつ、様々な支援機関の連携促進や対象者への包括的なサービス
の提供等につなげられる可能性がある。

113 福祉部
長寿支援

課
男性健康運動数室 △

▼高齢男性の中には、退職後に職場を始めとした周囲とのつながりを失うことて、地
嘆において孤立してしまう方もいる。
▼イベントヘの多加機会を捉えて、男性の健康状態を把握し、必要時には適切な機関
へつなぐ等の接点として機能させることができる。

114 福祉部
長寿支援

課
街中お年寄り震所の設置

高齢者が疲れたときにひと休みしたり、気軽にお店て世間語
をしたりてきるよう、地域内の店舗の片日に椅子を置くなど
「ひと休みスペースJを献■する。事業所や店舗の関係者に
世間話を通して相談等に応してもらうことで、行政をはじめ関
係機関との橋歳し役を担ってもらう。

O
だヽりとし

る。

115 福祉部
陣書者福

趾課
障害福祉計画策定・管理事業

障害者計画及び障害福祉計画の道行管理を行うとともに、次
期障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定を
行う。

O
▼障害者福祉事業と自殺対策事案との連携可能な部分の検討を進めることにより、
両事業のさらなる連携の促進を図ることができる。

116 福祉部
障害者福
祉課

日中一時支援事業
障害者 (児 )を介護する者おく、疾病等の理由により居宅にお
ける介護がてきない場合に、一時的に施設に預け、必要な保
護を行う。

△

▼ショートステイの機会を活用し、障害者 (児 )の状態把握を行うことで、底待等の危険

を早期に発見するための機会ともなり得る。それは自殺リスクヘの早期対応にもつな
おくりうる。
▼介護の負担を軽減するという意味で、支援者 (介護者)への支援としても位置付け

得る。

11' 福祉部
障害者福
祉課

ひとり暮らし障害者等安心通

報システム設置事業

通報システムを設置することて、在宅のひとり暮らしの重E身
体障害者等の生活の安全を確保するとともに、障書者の不
安を解消する。

△

▼通報システムの設置を通して、独居の重度身障者の連絡手段を確保し、状態把握
に努めるとともに、必要時には他の機関につなぐ等の対応をするなど、支援への様点
として活用し得る。

110 福祉部
障署者福
祉課

心身障吾者福祉手当支給事
務

日常生活が困難な心身障害者(児)の社会今加のための手当

を支給する。
O

▼手当の支給に際して、当事者や家撲等と対面で応対する機会を活用することで、間
題の早期発見・早期対応への接点になり得る。

119 福祉部
障害者福

祉課
難病患者福祉手当支給事務 日常生活が困難な難病患者への手当支給 O

▼手当の支給に際tて 、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することて、間
題の早期発見・早期対応への接点になり得る。

120 福祉部 障害者福
祉課

障害児支援に関する事務

・児宜発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービ
ス・保育所等訪間支援
障害児相酸支援

O
▼障害児を抱えた保護者への相談支援の提供は、保護者に過度な負担が掛かるの
を防ぎ、結果として保護者の自殺リスクの軽減にも寄与し得る。

121 福祉部
障害者福

祉課
訓練等給付に関する事務

自立訓練・就労移行支援・就労継続支援AttB型・共同生活

援助等のヨ‖練給付
O

▼障害者の抱える様 々な問題に気づき、適切な支援先へとつなげる上での最初の窓
口となり得るもので、そうした取組は自殺リスクの軽減にも寄与し得る。

122 福祉部
障害者福
祉課

訪問給食事業
独居障害者世帯を訪問して計画的な配食を提供するととも
に、その安否を確認することにより、障害者の健康て自立した

生活の支援及び孤独感の解消を図る。

△ 揺畠凄聟盛とな務務 覇蔑
ことができれば、自殺のリスクの軽渕こ禎するo

123 福祉部
障害者福

祉課
訪間入浴事業

壁度の心身障害者の保値衛生の向上及びその家族の身体
的・精神的な負担の軽減を図る。

△

▼訪問入浴の介助を行う職員にゲートキーバー研修を受講してもらうことで、障吾者と

その家族が何か問題等を抱えている場合には、その職員が適切な憲ロヘつなぐ等の
ための対応を取れるようになる可能性がある。

124 福祉部
障害者福
l止課

障害者向け施設の運営
(障害者就労支 ,呂センターの

運営 )

O
▼障害者への就労支援を通して、仕事以外の問題にも気づき、必要な場合には支援
先につなぐ等の対応により、必要な支援への接点になり得る。

障害者就労支援センターの運営 (障害者の一般就労の機会
の拡大・相談事案 )

△
▼来所者が手に取れるよう、相談先一覧等のリーフレットをib身障害者総合福祉セン

ターに設置することて、対象者への情報周知を図ることができる。
125

心身障害者に対して、研修、相談、教養、スポーツ・レクリ
エーション、機能回復訓練や障害者相互の交流や地域、ポラ
ンティアとのら、れあいの場を提供することにより、障害者の自

立や社会多加を促進する。

▼認知症の当事者やその家族のみならず、介護従事者が個みを共有したり、情報交
換を行つたりていきる場を設けることて、支援者相互の支え合い(※ )の推進に寄与し得
る。
※支援者への支援は、新しい自殺総合対策大‡日において重点項 目の 1つとされてい

や不安を抱えて孤立状

▼指導者となる住民にゲートキーバー研修の受講を推奨し、自殺のリスクに対する気
づきの力を高めてもらうことにより、教室多加者の中に自殺のリスクを抱えていそうな
人がいた場合には、行政につなぐ等の対応を推進することにつながる。

ネットワーク協議会において高齢者の自 待や介
ることで、 てヽ
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126

127

191

139

137

198

福 祉部 障官児地域場〔吉等支援事業

障害者差別解消推進事業

語習の開催

▼障害児の直面する様 な々生活上の困難への対応負担から、保護者自身が疲弊し
自殺リスクを抱える可能性もある。

基線 線 寵 見[亀蹴 七 肇 蛋 縣 畠≧競 ミ 聰 聟 智 密 熊
が適切な窓ロヘつなぐ等、対応の強化につながり得る。

▼今後の話座・語習において、テー =マ に即した形て白殺の問題を取り上げることがで
きれば、住民に対する啓発の機会となり得る。

▼センターて相談対応にあたる職員にゲートキーバー研修を受話し
要時には適切な機関へつなぐ等の対応について理解を深めてもらし

えた人の把握、支援を拡充していくことがてきる。

てもらうことて、必
、ヽ白殺リスクを抱

福祉部

者 福

者 福

障害者福

祉課

地域 白立支援協議会の開催

のライフステージに応した地域ての生活を支援
が指定した支援施設の有する機能を

充実を図るとともに、各種福祉サー
調整を行い、障害児等及びその家族の

者及び家族を対象に、障害の態様別に語習会を開催す

障害を理由とする差別の解消を推進するため、障害者基幹
相談支援センターに相談窓口を設置するほか、住民や民間
事業者等に対し周知・啓発を行う。

医療・保健・福祉・教育及び就労等に関係する機関とのネット

を図る。

る。

ワーク構築

○

○

O

O
▼医療や福祉等の各種支援機関の間に構築されたネットワークは、自殺対策 (生きる
ことの包括的支援)を展開する上ての基盤ともなり得る。

障害者福

祉課
障害者虐待に関する通報・相談窓口の設置 O

▼ナES待 への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支援していくことで、背後にある
様々な問題をも寮知し、適切な支援先へとつないていく接点 (生きることの包括的支援
への接点)に もなり得る。醐　　一　　　　醐

障害者福

祉課

1障
害者虐待の対応

障害者基幹相談支援センター
事業 O

▼センターで相談対応にあたる職員に、ゲートキーバー研修を受話してもらうことで、
自殺対策の視点についても理解してもらい、問題を抱えている場合には適切な窓ロヘ
つなぐ等、職員の相談対応の強化につながり得る。

障害者福

祉課

障害者相談員による相談業

務 (身 体・知的障害者相談員 )
福祉部

障害者等の福祉に関する様々な問題について障害者 (児 )及
びその家族等からの相談に応し、必要な情報の提供及び助
言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を
行う。加えて、関係機関との連絡調整、その他障害者等の権
利擁護のために必要な、相談支援の基幹となる相談支援セ
ンターを運営する。また、虐待防止センターの機能も持つ。

行政より委託した障害者相談員による相談業務 O

て地域て生活している方は、生活上の様々な困難に直面する中

相談員が気

て

つなぎ役とし

そうした方々
に

福祉部
障害者福

祉課
手話奉仕員養成事業

聴覚障害者、聴覚障害者の生活及び関連する福祉串I度につ
いての理解ができ、手話て日常生′活に必要な手話語彙及び
手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する。

O
▼手話奉仕員にゲートキーパー研修を受講してもらうことにより、障害者の中て様々な
問題を抱えて自殺リスクが高まつた方がいた場合には、適切な支1長先につなぐ等、手
話奉仕員が気づき役やつなぎ役としての役割を担えるようになる可能性がある。

手話通訳者養成事業福祉部
障害者福

祉課

身体障害者福祉の概要や、手話通訳の役割・貢務について
理解を深め、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術を
習得した手話通訳者を養成する。

O
▼養成講座の中で自殺のリスク要因や対策事業について言及することて、支援対象
者の中で自殺リスクの高い方がいた場合には、適切な支援先につなぐ等、気づき役、
つなぎ役としての意識を高めてもらう機会となり得る。

福祉部
障害者福

祉課

でヽ意思

△

▼通訳者や奉仕員等の支援員にゲートキーバー研修を受講してもらうことて、対象者

客緊曽魁盃:剛魂&鯉承矯線駕怠Fな
ぐ等、支援員が気

福祉部
障害者福
祉課

盲ろう者向け通訳・介助員派
遣事業

視覚機能と聴覚機能に障害を併せ持つ重度重複障害者 (盲

ろう者)に 対して、コミュニケーション支援及び移動介助の技
術を習得した登録通訳・介助員を派遣し、コミュニケーション

及び移動等の支援を行う。

△ 瀧噺繁鰐准離器誓稔銘こ謎協船豊轟:妥艤
づき役、つなぎ役としての役割を担えるようになる可能性がある。

ろうあ者福祉1日談員設置事業福祉部
障害者福

祉課

地域に居住する重度聴覚障害者の各種行政手続き、生活相
談等に応じ、適切な助言、指導を行う。

△
▼福祉相談員にゲートキーバー研修を受講じてもらうことで、必要時には適切な機関
へつなぐ等、福祉相談員がつなぎ役としての役割を担えるよう1こなる可能性がある。

福祉部
障害者福

祉課
ガイドプック作成事業

障害者とその家族に対して、各種福祉制度の概要や手続き
方法などを紹介するガイドブックを作成・配布することにより、
障害者の方々がその有する能力や適性、ライフステージに合

わせて適切なサービスを利用てきるよう情報を提供し、その

在宅生活の質の向上や社会参加の促進等を図る。

O
▼ガィドプックの改訂時に、生きる支援に関連する相談窓口の一覧情報を入れ込むこ
とで、住民に対する相談機関の周知の拡充を国ることがてきる。

福祉部 時
Ｄ

疑
搬
井

発連障害相談センターの相談

事業
発達障害のある方とそのご家族・支援者からの相談対応 O

▼発達障害を抱えた人や家族は、日常生活て様々な生きづらさを抱え、自殺リスクの
高い方もいる。
▼相談の機会を、そうした方の抱える問題を把握し、適切な支援機関につなぐ機会に
もなり得る。

福祉部 談セン 発連障害支援会議・発達障害庁内連絡調整会議 ○ 〒高拿署蕎督房嵩緯錢8饂 電籍認琴蟹留深踏商長理髯弦こと
の包括的支援 (自 殺対策)の向上にも寄与し得る。

生活保護施行に関する事務福祉部
生活福祉

就労支援・医療ケア相談・高齢者支援・資産調査 ○

人ヽに比ぺて自殺のリスクが高
・支援の提供は、そうした人々

生活保護利用者 は 、 し利用 (受給 ) て しヽ なし
各種相談

福祉部
生活福祉

課
生活保護各種扶助事務 生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭扶助 ○

▼扶助受給等の機会を通して当人や家族の問題状況を把握し、必要に応して適切な
支援先につなげられれば、自殺のリスクが高い集団へのアウトリーチ策として有効に
機能し得る

141
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福祉部

課

活福祉

活福祉

生活者に対する事務

国残留邦人等生活支援事

法外恨韻事務 ○

O

O

146
O

▼見守り活動はそうした集団へのアウトリーチ策として有効に機能し得る。

自殺リは ス 方ヽや、の高t 殺の問題要 の つであ や各る精神疾患
るヽ方が少なくない。て し

こある場合 安定的な生

生で 困難の軽活上 の

て しヽ る。
スタッフ向 つたり、

す導入 といる てつた取組を通じ ある。

147

福祉部

活困窮者自立支,呈事業
(住居確保給付金 )

(自 立相談

に援助金 等を支 給 し本人及び世帝の 自立助成を

緊急一時保護軍案・自立支援事業

覇驀       培詔蜂伝

自立相談支援事業

る。

住居確保給付金 O
るヽ人は自殺のリスクが高まるこ
―チする窓口、接点となり得る。

▼ 住居は最も基本的な生活基盤であり の恐れその表失 はや不安 自 葬資  [ )スクを高め

に

て し

集ヽ 団 アプロ
とが 少なくないため、自殺のリス

課

自立支
O 重8琴磐賊浙矯瑚鉄濃笹紫寛宅跳て

り、

149 福祉部
生活困窮者自立支援事業
(子どもの学習支援事業等)

業

O 定ぽ 隻解 ゑF麿璧F蓬轄歴秘野綾
該

に

(就労準備支援事 O

151
生活福祉

課
型ヽ宿泊所事業 る必要経費の支援 O

当事者と対面てお対する機会があれば、間超の早期発見・早期対応への接点とな

152
ワーク推進

し

る。

O ていくことは、自殺のリスク

子ども・子ども・若者総合サポート会
て O

の自殺問題や自殺対策を盛り込むことで、基本

らのSOSを 受け止め
かくヽことて

子育てひろば事業 情報交換や子育てに係る
O 現弟窮皇鍵材要娩ぇi育

9_伴鴻度な負担が夫婦( にかか特に委 )

もに

学童保育事業 なヽし
△

々あり、悩みを抱え

に1ま、

の実施(公立保育国・私 :鑑軍卿 滴薪藻黎許請 O
自殺 [ に発 見

保青料等納入促進事業

ける。(委 託 )

納入しやすしヽ環境を

により、
ともに、

催告状やロ

と

O

生活

韻壱索琉呼:琵g岩ぇ石}いたくても

離誘ξ穫種雅橙隈ヂ
し

収納担当職

▼保育*|を 滞納してt

状ヽ態、かつ

に▼

がてきない保護者に代わり、児童
O

▼

▼

る。
支援ヘ

159 子育て応爆隊支援事業

る

な分野 地域 で子 や事

け るたヽだきて し

それらの活動の促進を図
O r         禁略窪謀寮繁詳ぢぁ躍雛亀
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160
子ども家
庭部 保育課

保育コーディネーター配置事
案

保育コーディネーターを配置し、保育を必要としている世帯の
相談に応じ、それぞれのニーズに合つたサービスの情報を提
供することで保護者の選択肢を増やすとともに、待機児童の
減少を図る。

O S轟酌ξξ琵極言評響離翻鶏

161
子ども家
庭部 中韓ンタ．

子ども家庭支援センターの運
営(総合相談及び情報提供)

子どもと家庭に関する総合相談及び情報提供 O
り、それは

162
子ども家
唐部

子ども家
庭支援セ
ンター

子ども家庭支援センターの運
営 (児童虐待防止対策の売
実 )

児童〕琶待防止対策の充実 (児童虐待SOS、 養育支援訪問事
業、子どもと家庭のおとなりさん事業 )

O

児童産待

自殺リス

子ども自身の

子どもの自殺防止、将来的な
る。

163 韓鞭ンタ．
子ども家庭支援センターの運
営(ショートステイ事業) 定期間、宿泊を伴った養育

家族の福祉の向上を図る。

出産、家族の介護、

O と言鉾里醸融究運認跳麗糖解えるF翻題・悩み等を案知し、之、要

164 斡韓ンタ．
フアミリー・サポートセンター
の運営

・育児の援助を行し
員組織化

たヽい人と育児の援助を受けたい人の会

子育てサポートひろば事業(施設ての子ども一時預かり)

O
で、子育てに関連する悩みや自殺
専門機関の支援につなげるなど、
性がある。

165 子ども家
庭都

親子支援

課
児童扶養手当支給事務 児堂扶養手当の支給 ○

▼              る方は自殺のリスクおt高まる娼合がある。
▼              リスクを抱えている可能性がある集団との接触窓
口                                  '

166 親子支慨
課

児童育成手当支給事務 児童育成手当の支給 O
I雷跡縁産智娑期 鍬鋪投篤堀憲

る場合が激そうした

16'
子ども家

底部

親子支キ景

課

ひとり親家庭等医察費助成事
務

ひとり親家庭等医療費の助成 O

また孤立しがちであるなど、自殺につな力tる問題

168 親子支援
課

自立支援給付金母子家庭等
事業

(1)

上限15万 )を 支給する。

7

了

(

修

(

△ 括寛触 報貿Ξ朝報婆せ81霧
のであれば、自殺のリスクを

169
子ども家
庭部

親子支援
課

母子父子募帰福祉資金貸付
事業【特別会計】

20歳未満の児童を扶養しているひとり親世帯及び募婦の経
済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、母子父子募
婦福祉資金の貸付けを行う。

△
▼               とりする機会があれば、白殺リスクを早期に発
見               くヽ上での契機になり得る。

170
子ども家
庭部

親子支援 母子父子募婦福祉資金慣還
対策事案

(1)償還指導員の配置

償還金の収納及び償還指導業務を行う。
(2)債権回収会社への委託
債権の弁済期間到来者て過去 1年以上返済がなく、かつ債

務者が地域外に居住している債絶について専門業者に委託
し、未収金の回収を促進する。

O

的に抱えていることが少なくなく、自

て当該事案

1,1
子ども家
十窪部

親子支援
課

母子生活支援施設措置費

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子と、そ
の看護すべき児童の母子生活支援施設への入所を実施し、

ることで、自立の促進のた入所施設の実施運営資を扶助す
めにその生活を支援する。

O

窮をはじめ様々な困難を抱えて、自殺リスクが高い場合も少

172 親子支援
課

母子・父子 自立支援員設置事
業

ひとり親家庭等の相談に応し、その自立に必要な情報提供
及び助言、職菓能力の向上及び求職活動に関する支猥を行
い、生活の安定、児童の福祉の増進を図るため、母子・父子
自立支援員を西己置する。

O 譲選琴協鰍 現潮需新蹄 朧言
リスクの高いひとり

鍛       :す
るひとり親万早研篇免負習舷茎ぽf長寛癸靭

縄勤Fも
諸毀 墾なE総 蕪、ピ捏日学な薦を推うI穐イドと言響

173 親子支援
課 柔

就業等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事
由によリー時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又
は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生
している場合に、家庭生活支援員を派遣するなど、ひとり観
家庭等の生活の安定を図る。

○

174
子ども家
庭部

親子支援
管理などについて学習する生活支援語習会を開
に、個々のひとり親家庭等の相談に応じることに

生活の中て直面する諸問題の解決や生活の安定を図
ひとり親家底等の生活を支援する

O

てもらうことで、自
て ひ

▼ 資料
くヽこと
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児童生徒への学習支援は、当人のみならず保護者の抱える問題や家庭の状況等
る貴重な機会となり得る。

同士で情報共有がてきれば、必要時にはアウトリーチを行つたり、支援先
へとつなぐ等、支援の糸口にもなり得る。

との足場を支えるもの (生きるこ

▼ 抱える問題や家庭の状況等を把握す

必要時にはアウトリーチを行つたり、支援先
支援の糸口にもなり得る。

▼自宅での食事提供の機会を通して、当人のみならず、家庭の状況等を把握する機

ことにより、必要時には連携してアウトリーチを行つ
口にもなり得る。

子ども家
庭部

1
親子支援 習支援・派遣型学習支 1長を通した子どもの居

菓
O

1
子ども家
庭部

親子支援

課
て

援等を行う

徒に対し、榛々な居場所の提供を通し
や未来に対するイメージカの育成、 O

子ども家
庭部

1
親子支援

ひとり親家庭の子どもに対す
る食の支援 (おうち食堂 /
ごはん便 )

ひとり観家庭の児童生徒に対する食の支援(家庭を訪問し調
理を行うほか、お弁当を宅配する)を通して、子どもの精神的
安定や未来に対するイメージカの育成、保護者への精神的
支援等を行う。

O

1
子ども家
庭部

親子支援
女性センター

る暴カ 女性のための法律相談 )

各種相談の実施 (総合相
O

▼様々な問題の相談に応しており、女性が何かしらの困難に直接した際の最初の相
談窓口となっている。
▼関係機関の紹介、問題内容に応した連携支援も担い、女性への生きることの包括
的支援の窓口となり得る。

子ども家 観子支援
i黒

配偶者暴力相談支援センター 配偶者等からの暴力の相談および紋害者の保護 O
▼配偶者やバートナーから暴力を受けるという経験は、自殺のリスクを上昇させかね
ない。
▼相談の機会を提供することて、当該層の自殺リスクの軽減に寄与し得る。

子ども家
庭部

観子支援

課
家庭児童相談員設置事業

家庭における適正な児童善育、その他家庭児童の福祉の向
上を図るための相談、指導を行う家庭児童相談員を配置す
る。

O
▼相談員にゲートキーパー研修を受講してもらうことて、白殺のリスクを早期に察知し
必要な機関へとつなぐ等の対応を強化て告る可能性力くある。

181 腱庫部
健康推進

課
地域医療連携計画作成事業

「保健医療計画」の一部を構成するものとして、都道府県から
の受託により作成した「保健医療田地域医療連携計画」につ
いて、着実な推進・進1夕 管理等を行う。

O
▼計画の次期改訂の瞭には、計画の中で自殺対策につき言及することで、自殺対策
との運動性を高めていくことができる。

182 健康推進

課
健康増進計画推進事業

|卜見爆躍蒙ず垂進会議の運営
・総会・研修会・企画運営委員会の開催、
照会
・会報(儘庫ニュース)の発行、ホームページの理営
(2)推進検討委員会等の運営(庁内会議・外部会議)

健康づくり推進会離の開催
・健康増進計画推進検肘委員会の開催
2計画の周知。広報
(1)健康づくり月間(11月 )ての周知・広報
・健康づくり月間に合わせ、関係機関と連携し、計画に基づ
く取組の周知・広報を行う。
(2)テレビよる広報【広報課】
丁体にやさしいメニュー」「たばこの煙のないお店」のPR
3第二次健康増進計固rすこゃかプラン」中間評価
(1)庁内関係躁職員で構成するワーキンググループを設置
し、現状・課題を把握し、今後の取組・推進の在り方について
検討する。

実績・次年度計回

O

V会報(健康ニュース)1こおいて、自殺対策(生きることの包括的支援)を取り上げるこ
とで、住民への周知、啓免の機会になり得る。
▼計画の次期改訂の際には、計画の中で自殺対策につき言及することて、自殺対策
との運動性を高めていくことがてきる。

189 健康部
健康推進

課
健康まつり負担金 O

▼本イベントのトークショーのテーマて白殺対策(生きることの包括的な支援)を取上
Iザ たり、パネル展示やリーフレット配布を行うことにより、住民への啓発の機会になり
得 る

104 健康部
健康推進

課
休 日・夜間診療事業 休日・夜間の急病患者に対する応急診療を実施する。 O

▼通常時間外で応急処置が必要な方の中には、精神疾患の急激な悪化や家族の暴
力等、自殺リスクにかかわる問題を抱えているケースもあることが想定される。
▼ケースによっては必要な支援先につなぐ等の対応を取るなど、自殺対策と運動させ
ることてより効果的な支援になり得る。

185 健康部
健康推進

課

おくすリホットライン・おくすり
相談窓ロ

住民の薬に対する理解を高め、自らの健康管理に役立てて
もらうことを目的としている。

○

▼過量服薬等の問題行動がみられるなど、自殺のリスクが高い者に対して、薬剤師と
連携を図り、必要な助言や適切な支援先へつなぐ等の対応を行うことがてきれば、自
殺リスクの軽減にも寄与し得る。

186 健康部
健康推進

課
O

、行政能力、専門能力を習得できるよ

ト

てヽ

O実施内

月 妊

イ 卜・ベ ン

デモシストレーション、

▼保健師業務に関する指導やオリエンテーションの中に、自殺対策に関する講義を入
れることにより、新任時より自殺対策の視点をもつて、地域住民の支援に当たることが
てきるようになる。

187 健康部
健康推進

課

健康教育に関する普及啓発
事業

O
▼ファミリーヘルス推進員に対して自殺対策に関する研修を実施することて、住民の
異変に気づき、必要時には適切な専門機関へつなぐ等、ファミリーヘルス推進員に地
咬のゲートキーパーとしての役割を担つてもらえるようになる可能になる。

健康教育講座(精神保健・母子保健)等 の実施
ファミリーヘルス推進員活動
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196

198

20'

203

原 部
健康推進

課

健康推進

課

健康部
健康推進

課

!勘〈世代の健康づくり事業

健康まつり負担金

の健康に関する出前請座

O

O

O

▼働く世代の健康づくりに向けた各種施策との運動性を高めていくことで、労働者向け
の生きることの包括的支援 (自 織対策)の 拡充を図ることがてきる。

▼出前講座の中で、自殺問題とその対応についても言及することにより、当該問題に
関する住民の理解促進を図ることがてきる。

る。

生活習慣病予防健 康部
健康サー

ビス課

健康部
健康サー

ビス課
高□令者保健

O

O

▼健康診断やメンタルヘルスチエックの機会を利用することて、問題に関する詳しい問
き取りを行つたり、必要な場合には専門機関による支援につないだりするなど、支援ヘ
の接点となり得る。

▼高齢者が地域で集える検会を設けることて、高齢者の状況を定期的に把握し、異変
があれば必要な支援策や専門機関につなぐ等、支援への接点となり得る。

健康部
健康サー

ビス課

母子保健
(母子健康手帳交付等)

職域運携推進専門部会の開催】

企業の労働者の健康管理を推進するために、まず

主便利帳 (仮称 )の 作成
零細企業への効果的な周知・広報

中小企業勤労者福祉サービスセンターとの連携

つりを開催し、健康の重要性及び定期健診などの必
ついて住民の関心を喚起するとともに、住民の認識を

るため、開催費の一部を負担する

心の健康について、依頼のあつた団体へ集団指導を行い、う
つ病や心の健康についての普及啓発を図る。

健康普及イベント・保促指導・健診結果相談会の実施

自立支援セミナー・地域ミニデイ・リハビリ運動相談

付母子健康手帳交
妊帰健康診査

向上に向けた取細を進める

リパートナーの登録

O
▼保健師を対象に、自殺のリスクや支援のポイント等に関する研修を実施することて、
本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につなげる等、自殺
対策を踏まえた対応の強化を回ることができる。

健 康却
健康サー
ビス課

母子保健
(地域子育て見守り事業 )

・地域子育て見守り事業 (乳児のいる家庭を訪問し相談・情
報提供を実施 )

O
▼当人から相談に来るのを待つのではなく、支援者制から働きかけを行うことて、問題
を抱えながらも支援につながつていない家庭を把握し、適切な支援先へとつなげるな
どアウトリーチの機会、支援への接点となり得る。

健康部
健康サー

ビス課

母子保健
(新生児訪閣指導 )

・新生児訪問指導
・乳幼児健康診査 ○

▼保健師や助産師に対し研修を行い、乳幼児を抱えた母親の抱えがちな自殺のリス
クと対応につき理解してもらうことて、母親との面談時に異変や困難に気づき、問題が
あれば関係機関につなげる等、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることがてきる。

健 康部
健康サー

ビス課

母子保健
(育児ストレス相談 )

育児ストレス相談(産後うつや育児ストレスに対する専門家に
よるみ要な助言・指導)

○
て必要な助言

産後うつや育児▼
▼

健康部
健康サー

ビス課

母子保縫
(こ ども発違相談 )

こども発達相談 (心理 ) O

▼子どもの発達に関して専門求が相談に応じることて、母親の負担や不安感の軽減
に寄与し得る。
▼必要時には別の関係機関へとつなぐ等の対応を取ることて、包括的な支,畏を提供し
得る。(※そうした取組自体が生きることの包括的支援にもなり得る)

健康サー

ビス課

母子保健
(子育てひろばの設置、妊婦
全敷面接 )

健康部

・子育てひるばの設置、多児の会、2ヶ月児の会
・妊婦全数面接(妊 ,晟届時に保健節等の面桜(相談やサービ
ス紹介等)を実施し、その後の妊娠、出産、子育て期の切れ
日ない支援充実への端結とする。)

O
▼子育て広場の設置、多児の会等の当事者グループの運営、保健師による妊婦全員
に対しての面接実施など、妊産婦、子育て中の保護者に対するリスクの把握、切れ 目
のない多様な支援は、生きることの包括的支援 (自 殺対策)に もなり得る。

母子保健
(産後ケア事業)

健康部
健康サー

ビス課
産後ケア事業 O

▼産後は育児への不安等から、うつのリスクを抱える危険がある。
▼とと産直後の早期段階から専門家お(関与し、心要な助言・指導等を提供することて、

るそことみ4害η名で督名号負う言盤融朗
機関と連携して支援を継続す

厳乳食相談全の実施健 康部
健康サ
ビス課

取り分け食の調理実習や試食を含めた、離乳食に関する相

議会を開催する。
O

ている。

て

の1つ として明

りおくてき

健康サー

ビス課

子ども・子育て支援事業計画
の推進健康部 子ども・子育て支援事業計画の推進を図る。 O

▼子ども。子育て支援事業と自殺対策とを運動させることにより、妊産婦や子育て世帯
への支援強化を図ることがてきる

2歳 6筒 月児、3歳未満児歯

科健康診査
健康部

健康サー
ビス課

幼児の歯科疾患の予防、口腔の健全な発育。発違支援のた
めに山科健診・歯科保健指導を行う。

O

▼子どもに対する歯科検診は、家庭の生活状況や抱える問題等を把握する貴重な機
会となり得る。
▼貧困家庭への支援や虐待防止等の各種施策と連動させていくことで、幼児のみなら
ずその親をも含めて包括的な支援を展開できる可能性があり、そうした支援は生きる
ことの包括的支援く白殺対策)にもなり得る。

健康部
健康サー
ビス課

・早 ○

▼精神障害を抱える方とその家族は、地域社会ての生活に際して様々な困難を抱え
ており、自殺リスクの高い方も少なくない。
▼早期段階から社会復帰に向けた支援を専門医や保健師等が展開し、当人や家族を
包括的・継続的に支えていくことで、そうしたリスクの軽減につながり得る。

精神保健
(ア ルコール連絡会 )

健康部
アルコール連絡会 (関 係機関向けにアルコール依存症につ
いて、知歳の普及、啓発を図る。)

○

▼アルコールの問題を抱える方は自殺のリスクが一般的に高く、家族も困難を抱えて
いる場合が多い。
▼連絡会や相談の機会は、飲酒行動上の問題を抱える方の情報をキャッチし、関係
機関が連携し支援するための契機、接点になり得る。

健康部
健康サー

ビス課

精神保健

(困難事例対応精神障害者と

家族への個別支援の充実 )

困難事ケl対応精神障害者
別支援の充実

(疑い含む)及びその家族への個
O

る方とその家族の中でも、特に困難事夕lとされる方は自殺リスクの

▼1圏別支援を充実させることて、自殺のリスクが高い方 々の自殺防止に向けた有効な
ながり得る。
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(精神障がい者家族向け調演
会・交流会 )

重複多受診者訪問指導

1精

神保健

O

O

保険料の賦課、収納、減免 O

康サー
部

課

部

健康部

40歳未満の住民を対象とした
健康診査(国民健康保険加入
者分 )

るヽ家族向けの話濱会・家族交流会

健診を受診する機会のない方を対

談
、

ま

る納付勧奨・滅免状況の把握

る。
O

2
O

能性力生211

健康部

健康部

1祭
健予防

保健予防
課

うつチェックァンケート

小児慢性特定疾病医療費助
成

ついて医療助成を受けるための相談や

うつチェックアンケー
くヽ。

O

抱える方とその家族には、周囲とのつながりを失い地域

巫     縦 隻桑賀ぁ殴召職
にはより詳細

生活面や金銭面て様 々な困難や問題を抱え

るケースもある。

▼

で子Л立 化してい

受ヽ診者がいた場合に、個
期支援の機会となり得る。

,Rに別の支

ることで がりの構築に向けた
るこ助となり、

▼当卒者 に把握し、 に は

▼ 同士が交流事 者 できる場を提供す のつな地域 で
生き との の 支促 進要因ヘ り得援にもな る

を定期的の状況 症 状悪化等の場 対処策を語 るなどのし 瀬
点にもへの接 る。なり得

て し

て

▼
て し る

場合には、

ている

212 健康部
保健予防
課

エイズ・性感染症相談 る電話相談・検査の実施 O

保健予防

訪間診藤
医師またI

特定疾患                 受付・進

るために、

専 門

てヽ

てヽ協

て

家族、

病気の正しい理解を深め、

資質向上

O
支援者に対し問題理解の促進

活上で様 々な困難や問題に直面ている方とその家族の中には、日常生
し

窓

211 健康部
保健予防

課
精神保健福祉推進事業

(4)精神障害者家族会運営に対する助言、指導
(5)医療観察法処遇者及び終了後の要支援者への対応

出

開催

イ・ケア
を行う)

O

や 、

215 健康部
保健予防

課

精神保健対策
(普及啓発事業)

(自 殺防止対策事業除()

普及啓発事業(精神保健福祉講演会の開催) O
方ヽが少なくない。

て`の啓
り得る。

て自殺行動に

216 健康部
防

(自 殺防止対策事崇除く)

精神保健対策
(高次閣機能障害者支援事
業 )

高次脳機能障害者支援事業 O

こと

▼高 生活 々上の様 や問題に直面すな困難 る

ケースるヽ や 、 障 害殺企囲に失敗した結果、

ビヽリ し、必要な支援の提供を行う て 自殺リスクの軽

217 健康部
防

社会復帰支援

る障

自立生活体験事業/
O

し
し、自殺リスク

210 健康部
保健予防

課
医療社会事業

等が、保健・

心理的、 O
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21
保健予防

地域保健′活動事業 々 の

1 のレベ,レアップを図るために、地域組織

難事 ,l・・処遇困

月(3)

る。を支援す
(4) 防に関て保健予

する事業

月間を住民へ周知・広報す

るために、住 民と

(1

が交

を開催する。
自立支援のため

諄食亡開 |とする。

O
連絡会やネットワ▼ ―ク、

(

てヽ

殺対

220 健康部
保健予防
課

難病医療費助威 医療費助成を受けるための相談や申請の受付 O
▼健康問題は、自 の由

申

221 健康都
保健予防
課

ボランティア活動支援事業

1精神保健福祉会連絡協議会の実施する活動に対し、補助
金を支付する。
2精神保健福祉ボランティア団体が、精神障害者が気軽に
利用てき、地域の人々とともに交流できるよう開設している培
の運営費の一部を補助する。

O
望笥緊縮講培繁籟樫簗期離

▼リスクを抱えた方を把握して、必要な支援につないていくための接点となり得る。

222 健康部
保健予防
課

ヘルスメイト養成欝座
食生活改善推進員の養成(20時間以上の講習が必要)を通し
て、地域住民の食生活の改善を国ることにより、生活習慣病
等を予防するとともに、健康寿命の延仲を目指す。

O 嘉客「
在娠g提発紀発生易甚温選電妊そ墨議Я舟移漱啓よ売5再長審財

宗舞
を早翔こ発見し、適琥熱駅号最を金朧 黒鏃姓螂

223 健康部
保健予防
躁

食生活改善事業委託料

生活習慣病を予防するため、「食Jを通して適塩や野菜督I取
の必要性を理解してもらうことにより、生活習慣病を予防する
とともに、健康寿命の延仲を図る。(食生活改善推進委員へ
の委託事業 )

O 評
羅娠         暑よ繊 訂齢

活習慣病を切り白に
民がいた場合には、

224 健康部
保健予防
際

健康づくり推進員支援事業

高齢者クラプの運営等を通して、住民→加による保但活動を
推進するとともに、健康づくり推進員がひとり暮らしや聞じこも
りがちな高齢者と交流を図り、助け合い支えあう地域づくりを
推進するために健康づくり推進員を養成し、健康づくり推進員
協議会の活動を支援する。

O
地域の高齢者の状態把握につい
高い高齢者を行政につなぐ等の対

225 健康部
医務
(医療相醸窓口)

医臓相故窓ロ O 得看Fに
関する様々な相談に応じることて、支援が必要な方々との接触の機会となり

覇脇 矧 判Ψ 縄 薪牌
ば保健節や他捜脚つなぐなどの

226 健康部
生活衛生

課
理美容節協会との連携 理美容師協会の運営への支援 O

227 土木部
施設管理

課
土木管理に関する事務

道路及び河川使用の適正化指導に関する事務(ホームレス
への対応等 )

O
▼ホームレスの方は自殺のリスクが高い方が少なくない。

き「患だ舅夢習r堵壻:               供するなど、自殺リスクの

228 木部 自然保護事業

保存樹等の保護や自然遊歩道自然環境の

然環境保護地区の保護
△ がな

229 土木部
施設管理 公園・児童進国等の管理及び

設置に関する事務

公園・児童遊園等の管理に関する事務
公園施設の維持補修に関する事務
公固等の整備に関する事務

O

内の公園施設が自▼地域 殺発生の と多発地となってしヽる場合は、公園を対策の拠点
し巡回

230 土木部 建設課 公営住宅建設事業
窮する 質て買貸する

る

O

231
教育委
員会事
務局

教育推進
課

育成に関す
実施 O

てヽ語演することにより、保護者の間で、子ど

▼

=)し

たヽ場合には

▼ 自殺リその長失は
て入居に際し 請対応申 受講く―研修を

入居申請者の そ の

232
教育委
員会亭
務局

△

15ノ/18

▼地域に自殺対策関連の活動を行う機関や団体がある場合には、セッ
活用し、学校と自殺対策関連の団体との連携促進を図ることがてきる。



O233

委
事

育

会
局

教

員
務

教育推進

課
放課後スクール事業

放課後等の教室・校庭・体育館など学校施設を有効に活用

し、様 々な活動を実施する。

学校支1晏ボランティア事業

小学校にコーディネーターを配置し、学校の要請に応して地
域住民等のポランティアを派遣し、学校教育活動を支援す
る。コーディネーターの研修会を開催し、スキルアツプを図る。
ボランティアガイドプックや、ポランティア登録の子ランを作成
し、広報を行い活動の更なる活性化を口る。

O234

委
事

育

会
局

教

員
務

教育推進

課

O
▼保育園、幼稚園、小学校、中学校問て、児童生徒の家族の状況等も含めて情報を
共有てきれば、自殺のリスクを抱える家庭を包括的・継極的に支援することができる。235

委

事

育

会

局

教

員

務

教育推進

課
保幼小中連携事業

保育固、幼稚固、小学校、中学校間で連携し、スムーズな移
行を図るとともに、希望や目標をもって各学校に入学し、それ
ぞれの学校生活にスムーズに移行てきる児童生徒を育てる
ことを目的とする。

△

▼学校の図書館スペースを利用し、9月 の自殺予防週間や3月 の自殺対策強化月間

時に、「いのち」や「心の健康Jをテーマにした展示や関連図書の特集を行うことで、児
童生徒等に対する情報周知を図ることができる。

236

委

事

育

会

局

教

員

務

教育推進

課
学校図書館活用事業 学校図書館司書を配置し、学校図書館の利活用を図る。

△

▼部活動の監督指導は、多忙な教員にとって少なからず負担となっている側面があ

る。
▼地域住民と連携・協力し、部活動を実施できる体制を整備することで、教員に対する

支援 (支援者への支援 )を 強化し得る。

教育推進

際
中学校部活動推進事業

中学校の部活動について、学校と地域の人々が継続的に連
携てきる体制を構築することで、各中学校の部活動の改善と
充実を図り、生徒が意欲的に学校生活を送ることがてきるよ
うにする。

23'
教育委

員会事

務局

△
▼SOSの 出し方教育について取り上げることにより、住民に対して取組情報を周知す
ることがてきる。

広報活動事業(ホームページ
による情報発信含む)

学校で行われている特色ある教育活動、地域全体て共通に
取り組んでいる教育活動に関して、時宜にかなったF ′́て分か
りやすく情報を提供する。

238

委
事

育
会

局

教

員
務

教育推進

課

▼特別な支援を要する児童・生徒は、学校生活上て様々な困難を抱える可能性が想

亭暮″諸状況に応した支援を、関係機関が連携・展開することで、そうした困難を騨

し得る。
.生徒の保護者の相E爽 にも応じることにより、保護者 自身の負担感の軽減にも

寄与し得る。

械学に関する事務

特別に支撮を要する児童・生徒に対し、関係機関と協力して
―人ひとりの障害及び発達の状態に応したきめ細かな相談
を行う。

O230
委
事

育

会

局

教

員

務
学務課

・経済的理由により、就学困難な児童・生徒に対し、給食費・

学用品等を補助する。
・特別支観学級在縞者に対し、就学奨励費の補助を行う。

O

▼就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒は、その他にも様々な問題を抱え
ていたり、保護者自身も困難を抱えている可能性が考えられる。

¥留腸 鞠 臨 認鷲 矯    義
した情報提供の検会にもなり得る。

240

委
事

育

会
局

教

員
務

学務課
就学援助と特別支援学緞就
学奨励補助に関する事務

▼支給対象の学生との面談時に、家庭の状況やその他の問題等につき聞き取りを行
うことて、資金面の援助に留まらず、他の機関につなげて包括的な支援を行つていくこ

とが可能になる。
▼支給対象の学生に相談先一覧等のリーフレットを配布することで、支援先の情報固
知を図ることもできる。

奨学金に関する事務 O241

委
事

育

会

局

教

員

務
学務際 異学金に関する事務

△

▼援助の提供時に保護者と相対する機会があれば、保護者の抱えている問題や生活

状況等を把握するとともに、自殺のリスクを早期に発見し、問題状況に応じて他の支

援先へつなぐなどの支援への接点になり得る。
学務課 蔵災児童生徒就学援助事業

震災の理由により就学が困難な児童生徒に対し、
や綸食費を援助する。

学用品費
242

教育委

員会事
務局

O 藻留麟絲理龍義菌廷淀賭せぎ島讐君ど錦絵協呈塩
への接点、参考情報になり得る。

学級済足度調査
児童・生徒の心理面や学級集団を客観的に把握し、学級経

営や授案を改善する。
243

委
事

育
会

局

教
員

務
指導室

▼教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、研修により、メンタルヘルスの 1大 態

を客観的に把握し、必要な場合には適切な支援につなげる等の対応を取ること等につ

いて理解を深めることで、教磯員への支援 (※ 支援者への支援 )の 意識醸成につなが

り得る。
▼研棒資料の1つ として相談先一覧等のリーフレットの配布を行うことて、教員自身な

らびに児童生徒向けの支援策の周知徹底と活用を図ることができる。

教鳴員の研修及び研究・

向けた取組を行う。
生活リズムの向上、体力の向上に

244

委
事

育
会

局

教

員
務

指導室 教職員人事・研修関係事務 O

O
▼学校職員(支援者)の健康管理を通して、支援者に対する支援の充実を図ることが
できる。

委

事

育

会

局

教

員

勝
指導室 学校職員安全衛生管理事業

・労働安全衛生法に基づき、職員50人以上の職場ては衛生

委員会を設置するとともに、嘱託医を任命し、職員の健康管

理を行う。また、50人 未満の学校については、健康管理医を

任命し、職員の健康管理を行う。

245

学校職員ストレスチエック事業 O
▼ストレスチエックの結果を活用することて、児童生徒の支,豊者である教職員に対する
支援(支撮者への支援)の強化を図ることができる。246

委

事

育

会

局

教

員

務
指導室

・労働安全術生法に基づき、学校職員等のストレスチ手ツクを

実施し、メンタル不調の未然防止を図る。

△
▼教職員のケアという観点から、当該事業を支援者への支援に向けた一施策として展

開させ得る。指導室 多忙化解消事業
教職員の多忙化解学校や教職員の業務の見直しを推進し、

消を図る。
247

委
事

育

会
局

教

員
務

○

▼問題行動を起こす児童・生徒の中には、様々な困難を抱え、自殺リスクの高い子ど

もがいる可能性もある。
▼教職員向け研修の中て白殺問題や支援先等に関する情報を提供することにより、

子どもの自殺リスクに直面した際の対応と支援について、理解を深めてもらう機会とな

り得る。
▼研修て , フレットを配布することにより、児童生徒向けの支援策の周知を図ること

もてきる。

240
教育委
員会事

務局

指導室
生活指導・健全育成

(教職員向け研修等 )

問題行動の未然防止を含めた児童・生徒の健全育成のため

に、研修体制を充実させる。

▼子どもや親力くクラス

る関

▼

ることは、地域て住

とによつて、指導員

になる能性がある。

▼コーディネーターに対する研修会の際に、青少年の白殺の現状と対策 (生きること

の包括的支爆)に ついて情報提供を行うことて、現状と取組についての理解促進を図

れる。
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249

255

258

261

委

事

　

　

　

．

育

会

局

　

　

一

教

員

務

　

　

一

教育委
員会事

務局

指導室

指尋室

▼保護者に対して福祉の専門家が直接応対し、子育てをはじめとする構々な相談に
応じることて、家庭の直面している問題に早期に気づき、適切な関係機関につなげる
など、必要な支援への窓口となり得る。
▼専門家から相談リーフレットの配布をしてもらえれば、児童生徒に様々な相談先の
情報を周知する機会ともなり得る。

▼望まない妊娠や性被審等は、児童生徒の 自殺リスクにつながりかねない重大な問
題である。
▼性に関する指導の際に、相談先の一覧が掲載されたリーフレットを配布することて、
児童生徒に相談先情報の周知を図れる。

委

事

育

会

局

教

員

務
指導室

社会福祉士や精神保t建福祉士等の福祉の専門家による健
全育成の推進強化

児童生徒等に、産婦人科などの専門医、助産師を講師とし
中・高等学校に派遣し、性に関する指導の充実を

中学校て行われている職場実習体験を支;里することて、望ま

関する指導推進事業
図る。

キヤリア

業

成

による健全育成

スタート・ウィーク事
雲ヽ力労観、職業観を育てることを目的とする

O

O

△

▼実習体験の機会に、
‐
就業時に直面し得る様 々な勤労問題についてもあわせて指導

奮ることができれば、将来、就業し万が一問題を抱えた際の対処法や相談先情報等
を、生徒早い段階から学ぷができ、SOSの 出し方教育の一環ともなり得る。

委

事

育

会

局

教

員

務
指導室

生徒が主体的て対話的な深い学【メがてきるよう、指導
主事等による摂業参観と指導、助言及び各種研修を行う。

・ラーニング推進事
△

▼題材の選定が可能ならば、SOSの 出し方教育などをこの枠て行うことて、児童生徒
の援助希求能力の醸威や、問題解決に向けた主体的行動の促進等を回 り得る。

委

事

育

会

局

教

員

務
指導室 いじめ防止対策事業 し O

▼いじめは児童生徒の自殺リスクを高める要因の 1つてあり、いじめを受けている児童
生徒の早期発見と対応を行うだけてなく、いじめを受けた子どもが周囲に助けを求め
られるよう、SOSの 出し方教育を推進することて、児童生徒の 白殺防止に寄与し得る。
▼フオーラム開催時や個別支援時に、リーフレットを児童生徒に配布することて、いし
めにあった際の相談先の情報等を周知てきる。

教育委

員会事

務局

教育研究

所
教育相談 (い しめ含む ) 〇

▼学校以外の場で専門の相談員に相談できる機会を提供することで、相置史の数居を
下げ、早期の問題発見・対応に寄与し得る。
▼教育相談に訪れた保:“者にリーフレットを配布することて、相談先情報の周知を図
ることもてきる。

委

事

育

会

局

教

員

務

教育研究

所

クールツーシヤルワーカー
し

てヽ課題解決への対応を図る

O

▼きまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等が自殺リスクを抱えてい
る場合も想定される。
▼スクールツーシヤルワーカーによる関係機関とも連携した包括的な支援は、
徒や保護者の自殺リスクの軽減にも寄与し得る。

児童生

委
事

育

会

局

教

員

務 所

生徒に対し、元校長や教員経験者
一日も早い学校への復帰を目指して、一人ひ

不豊被の児童・

士等が連携し、

る。

O

▼不登抜の子どもは当人だけてなく、その家庭も様 な々問題を抱えている可能性があ

▼ポランティアにゲートキーバー研修等を受講してもらうことで、児童生徒の家庭状況
にも配慮しながら、問題を冥知した場合には適切な機関につないてもらう等、ボラン
ティアが気づき役、つなぎ役としての対応をとれるようになる可能性がある。

る。

委
事

育

会

局

教

員

務

教育研究
所

不登校児童生徒支援事業

(1)不 登被児童生徒(公立学校に通う小中学生)を 対象にした
適応指導教室を設置
(2)不 登被児童生徒の集団再適応、自立を援助する学習・生
活指導等の実施
(3)不 豊校児童生徒の保護者に対する相酸活動の実施

O

▼適当指導教室の指導員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、白殺リスクの

景録な」
応について理解が深まり、不登校児童生徒の支援の拡充につなおくる可能性

と筆者就翠箭若銚鵬 隅震試塚麟鑓魂像
ある。

教育に関する調査研究・会議
や連絡会の開催等

委
事

育

会

局

教

員
務

教育研究

所

不登校対策として、スクールカウンセラーの配置や教育相酸
窒相談員との連携強化を図る。

O

▼不登校の子どもは当人自身のみならず、その家庭も椿々な問題や自殺リスクを抱
えている可能性もある。
▼そうしたリスクに対して、スクールカウンセラーや専門相談員と連携することで、児童

易転皇
家庭の状況にも配慮しながら、連携して問題解決へとつなげることが可能にな

委
事

育
会

局

教

員

務

教育研究
リフレッシュデーの開催

不登核や不登校傾向にある児童及び生徒やその家族が、日

常とは違う生活環境の中て、体験活動や交流活動等を行うこ

とを通して、自分の良さを見つめ直し、困難に立ち向かうたく
ましい体や友連を思いやるやさしい心など「生きる力」を身に

付ける機会と場を提供する。

O
▼不登校の子どもとその家族が相互に交流てきる機会を提供することで、当事者同士
のつながりの形成と強化を国ることができる。

病院運営 O
公立病

院
公立病院

地域住民の信頼と期待に応えうる地域医療の担い手として、
また、地域包括ケアシステムにおける高度急性期・急性期医
療を提供する地域の中核的な医療機関として、総合診療基
盤に基づ(高度・専門医療の提供を行う。

▼自殺未遂者支援や地域包括ケア事業等を進める上での、地域の拠点となり得る。

防火対策及び活動費 △
消防本

部
総務課

消防、救急等の活動上必要な資機材の整備と職員の各種凰‖

練、研修、研修等による知験と技術の向上を図るとともに、住

民に対する予防広報を行う。

▼消防職員研修の中て自殺未遂者への対応方法学についての許義等を設けること
ができれば、自殺リスクを抱えた人への支援の充実につながり得る。
▼教急自動車出動の際に、自殺対策に関連する相談窓口の情報が掲載されたリーフ
レットを本人に手渡すなどにより、何らかの支援につなげるための情報の提供、盤続
的な支援への接点となり得る。

事後検証会
消防本

部
督防課

贈送症例の検証及び隊員へのフイードバックを行うことによ

り、敦命率ならびに技術力の向上を目指す。
△

▼搬送症例の中に自殺未遂のケースも合めることにより、初期対応ならびに救命率の
向上につながり得る。

消防本

部
警防課

1

2
3
4
5 後検証料を支払う。

○
▼教命士の養成研修において、自段未遂者への対応方法等についての話義枠を設
けることにより、自殺対策への意隣の醸威とスキルの向上を図ることができる。

消防本

部
警防躁 自殺予防バンフレットの配布

自殺予防パンフレットを教息法等の出向時に配布すること
で、一人ても多くの住民への問題啓発を回り、自段防止に努
める。

O
晋亀輩目送熟 キ繋 T布

を通して、地域の支援機関等の資源について住民に情報

263
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管
△

O

危機管

理部

生涯にわたって安心安全に暮らせるまちづくりを推進するた
め、セーフコミュニティの取組の全庁的な展開を図るととも

セーフコミュニティを全地域的に展開していくにあたり、セーフ
コミュニティに関する理解を深めるとともに、地域住民等の主

籍雲茫テ梨
=安

藤翌斯遭乎迭#域
住民組織や関係団体等を

対芸一般事務費

全ガイドブッ

セーフコミュニティ推進事業

理

の  「

理

安全 フコミュニティ推進フォー

におt

( )

る

てヽ

■)し

りをより効果的
ィヽ

に基づき、暴 力団排除に係る広報、啓

るため、倒や都道府県をはじめとする

効果的に事業を行うとともに、
して地域防災計画の作成等を行い

策を推進する。

取組の評価・検証を行う。

害に対す

合的かつ

(1)会議開催
・ セーフコミュニティ推進協・譲会
・ 外傷サーベイランス委員会
・ 分野別対策委員会
(2)取組の全地域的な展開        

｀

(3)取組の評価、検証
(1)事故やけがに関するアンケート調査の実施
(5)年間活動報告書 (年 間レポート)の 提出
(6)セ ーフコミュニティ取組 自お体との交流

O

機業量時
防歪薄朧 解勢命々命蜜尋委雛

つき言及することて、危

宣簡与?懇環路総路躍籍秘章
種オロ銑五l_カロえることて、

:藤
謝盗牌 蘇鰐 鰐 彎 傷細 妹絲

を言思ピす翌逮χ抵鶏妥あ豊曇整饗た名毛管生
やヽ各種取組の全庁的幅PЛ]等

▼

▼ 自

268
危機管

理都 O て`の報告を行うことによ■)し殺対策に
る。

269
危機管

理部 △

る。

270
危機管
理都

安心安全

課

る。

△

271
危機管
理部

安心安全

課

―ク会議活女心安全ネットワ

動支援事菓

トヾロール隊、

ることにより、
O 子どもの自殺対

272
危機管

理都

安心安全

課

―育成安心安全地域リーダ
事業

地域における安全の確保に関する自主的な活動の推進を口
るため、地域の自主的な防犯、防災等の活動を推進していく
リーダーを育成する「安心安全アカデミー」を開催し、防犯、事
故防止及び防災の専門的な講座を実施する。また、各マス
ターコース棒了者を対象に、行政と協働て安心安全なまちづ
くりを推進するため、安心安全推進員を委嘱する。

△ 甦鍵覇譜鋪ぼ斑尾翌塩看鋤髯篇誂輩
り、地域安心

273
危機管

理部

安心安全
課

通学路策全対策事業
のため、スクールバスの運行やスクール

見守リポランティア体制の整備及び通学
握及び改善を図る。

△

籍?し
て、見覇系多嘉碇製経税濡鷲諮響駐営写録

274
危機管

理部

安心安全
課

公害・環境関係の苦情相談
住民から公害・環境に関する苦情や相談を受け付けるととも
に、問題の早期解決を図る。

O

あ省益
書
惑襦乗掻冒『£鼻昂農泉亀高晃爵瑠竜:そ

れらの問題を把握・対処する上て

て し

るヽ娼合も

悪臭

27る
危機管
理部

安心安全

課
交通安全対策に関する事務 交通事故に関する相談や助言等の実施 O

事故後には様々な困難や問題に直面し、自役り

加害者 ることは、自殺リスクの軽減にも寄与

支援機関学の情報周知が可能となる。

276 水道局
上下水道

課
水道料金徴収業務

・料金滞納者に対する料金欲収 (集 金 )事 務
・給水停止執行業務

O

ことで生きる支援に関すに 、 る相談先情報を掲載す
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「′いの健康」を確保する取り組みとして、「心の健康診断(ストレステェック)」を実施す
る。

新採用職員を対象に、職員の健康管理についての研修を実施する。
平成29年度テーマ
①「職員の健康状態」
②「生活習慣について」
③「健康管理の体制とスケジュール」

3.

弁護士による法律相談や認定司法書士による多重債務相談等を実施している。

４

一

消費生活相談員による消費生活に関する相談、消費者への情報提供等を実施して
いる。

女性が抱える様々な問題、お悩みに関して女性相談員が承る。

いじめ、体罰、夫婦・親子の間でのもめごと、近隣関係などの相談に関して人権擁護
委員が承る。

高齢者や高齢者に関係する方からの高齢者虐待・権利擁護等について、電話や来
所による相談支援。

i■職員課 ―

1幹燕|― |

高齢福祉課

1担当課 |

担当課

担当課

i逆≧業 |

1芝当譲i

―
担当課|

|ネトレネテ|ックφ柔算i

健康管理研修の実施

|― 1帝婁生v舌相談
|

1人権相1談■! ■ ||:i

高齢者のための生活に関する相談

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要
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資米堰J_3
8

高齢者、その家族からの心と体の健康についての電話や来所等による相談支援。

9

身体障がい。知的障がい。精神障がい。発達障がい・難病等について、体の問題や
障がいでお悩みの方の相談を行う。

10

窓口や電話による相談もさることながら、ケース宅への個別訪間による悩みの相談
を行つている。

しつけや、発育など育児に関する様々な不安や悩みの相談を受付ける。
(市内保育所、子育て支援センター、つどいの広場、で実施。)

12

1歳未満児の親子を対象に、3箇所の保育国のサロンを利用して、子育て中の親同
士の交流を図るとともに、育児相談や情報提供を行う。
(平成29年度は、花水台保育園・夕陽ケ丘保育園。若草保育国で実施。)

市内に1か所設置。子し幼児のいる親子の交流や子育て相談、子育てに関するイベン
トや講座などを実施。予約の必要はなく、無料で利用できる。対象年齢は、O歳から就
学前のお子さんと保護者の方。

市内に4か所設置。耳L幼児のいる親子の交流や子育て相談、子育てに関するイベン
トや講座などを実施。予約の必要はなく、無料で利用できる。対象年齢は、O歳からお
おむね3歳のお子さんと保護者の方。

地域包括ケア推進課

障がい福祉課

生活福祉課

保書課

保膏課

保育課

保育課 ―

担当課

担当課

担当課

担当課

「担当課

1担当謀
―

相談支援事業

|=∵
|:マV干宅尾顎至ぎ令T7甲

I予|

|=華静業1辛■茸|

::111111オ IⅢⅢんな場|||||||

P'Y暫冒群孟 y々?■マ

事業名 |―

事業概要

事業名

事業概要

事業概要

■itttF

事業概要

・■挙業を■i

事業概要

事業概要

事業概要
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担当課

覇言≦貿矯懇:拙饗撃栃裏暴携
子育ての援助を行いたい方(支援会員)か
や送り迎えを行う。

生後6か月から小学校3年生までの児童が病気の回復期にあって、集団保育及び
家庭での保育が困難な場合に、保育施設で一時的に保育を行う。

保育国で、保護者の仕事、冠婚葬祭、通院、心身のリフレッシュ等の理由でお子さん
を1時間単位でお預かりする。
申込みや利用料金については、実施している保育国に確認。

ますし

処遇対応を
策を

児童産待の相談
や未然防止及び対

るととも1こ、
待等の早期発見虐

た家庭の子育てを支援す
て関係機関と連携し

育児不安を抱え

母子・父子家庭の自立促進のため、就労支援、母子・父子福祉資金の貸付など様々
な相談に対応します。

来辞硬認健鍵譴略翼紀琴言£是濯鳶責熊
己管理の意識向上を図るための相談を

スや休養等についても、対象者からの相談
に対応する。

青少年相談室において、問題や悩みを抱えた青少年本人及びその保護者等を対象

自殺予防週間のある9首£候啓嚢爵異塁発月間のと月には特に相談強1ヒ 月間とし

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

22

「教育相談」

夢中憂饒建篭誓亀致塩騒烏艦認露為繁
員を線に、カウンセリン

23

「不登校訪問相談」
不登校により家に閉じこもっている児童・生徒に対して、学校・家庭・地域社会と連携

しながら家庭訪間による相談・支援を行なう。

24

成28年 6月 から精神科リエ ゾンテームを配置した。
(精神科医・精神科専門看護師 精神保健福祉士 )

自殺企図で受診
灸煙{色葛:痣雀[詈窪≧舗 豊委異軍豊真維竺護蟻魔そ

討ヽ

子ども教育相談センター

子ども教育相談センター

退院支援i症療構談室

担当課

争日当課―
|

担当課|

事業概要

事業概要

ill手奉争|||

事業概要

旱震踏鼻樫争ニイ
ンタルヘルス研修会を開催する。

3騒壇憲選現籠霊堤驚令
析結果について」

③「課内の良好なコミュニケーションについて」

諸演会の実施

常識星在竃赤奈薯層ぇ奢議
士飛田桂氏による講演

分科会別研究協議
年3回実施。「白殺対策」分科会を設置している。
(その年の各校担当者の希望の有無により、設置する分科会がきまる。)

事業概要

事業概要

事業概要

3/8
4/8



1

「気づいてください こころのサイン」のリーフレットを窓口に掲示し啓発している。

子 育てに関連する市の制度や施設などの情報を掲載した冊子。母子手帳と一緒 I

して るヽほか 下 記の場所でも配布
(配布場所 市役所保育課、 ども家庭課 保健センター 子育て支援センター つ ど

広場 民館なの` 公 ど )

生涯にわたり健やかにすごすための基盤となる思春期の生徒に対し、学校保健等
の関係機関と連携を図り、生命の尊さや母性・父性の養成を行い、健全な身体づくり
についての正しい知識の普及を行う。

保潔 舌蟄欝          
と健康保持増進を図ることを目的として、

スとの調整を回り、本人及びその家族に対
して保健・機能訓練・乗養・回陸に関する必要な指導、相談を実施する。メンタルヘル
スや休養等についても、対象者からの相談があれば対応する。

5

地域での健康づくりを円滑に推進するため、休養教室を平塚市健康推進員連絡協
議会に委託して実施する。
(健康推進員が活動を推進するために必

麗客霙講与署fで
きるよう、睡眠や休養、心

の健康づくりについて健康推進員育成講E

堤謝 g竺デ⊆丞曼菖議員長露
子どもたちが中心となり、学校国書食自内ににこ

生活福祉課

健康課

健康課

健康課

青少年課

担当課

担当課

担当課

担当課

担当課

担当課

1担当課 :

普及啓発

リーフレットを活用した啓発運動

子育てガイド「くす(す」

業

健康増進事業における訪問指導

健康づくり推進事業

青少年相談室

の本

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要
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8

道徳や各教科等の時間などあらゆる教育活動場面で行われて し るヽ「 し の`ちのか け
が えのなさ 夢や希望をもつて生きることへの大切さ」などにつし てヽ の摂 業実践を推進

る。

担当課 中央図書館 9

系聖蟹癸竺窃程電解 説 す
成、リストは来館者配布用として配架し図書館

白殺予防週間と自殺対策強化月間に合わせて毎年度9月 と3月 に特集展示を行
い、関連図書等の貸出を促進する。

自殺予防週間と自殺対策強化月間に合わせて毎年度9月 と3月 に関連するポス
ター及びリーフレットを掲示、配布する。

自殺予防週間と自殺対策強化月間に合わせて毎年度9月 と3月 に中央図書館で「こ
ころと命のサポート映画会」を開催する。

12

「こころと命のサポート」に関する図案の返却スリップを作成し、毎年3月 に中央図書
館で貸出の手続きをする利用者に配付する。

機関紙における関連記事の掲載 (「気づいてください こころのサイン」リーフレッHこ
係る記事掲載 )

教育指導課
(県教育碁昌会 )

中央図書館

中央図書館

中央図書館

産業振興課

担当課

担当課

担当課

担当課

担当課

い促蒙掘謡甚輩厨蓄整亀造ず評貧藉

,・=フ レッ卜等の掲示

映画会の開催

返却不リウプの配付

機関祉I動力ひらつか」を活用した情報提
供

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要
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1

2

職員課

職員課

担当課

担当課

メンタルヘルスセミナーの開催

箪儀寃露慶梼 対象にしたメンタ)レヘ)レスセミナーを開催する。
「新任担当長のためのメンタルヘルスケア～職場と自分のために～」

安全衛生セミナーの開催

方!ととぞイをYィ
スからの復職者への対応について～良好なコミュニケーションの取り

身両面にわたる健康の保持

対人援助
人材養成

事業名

事業概要

事業名

事業概要

5

6

7

8

健康課

健康課

健康課

健康課

担当課

担当課

担当課

担当課

母子保健事業における健康相談

雲謝亀瑠乱露曹5記 と
インターネット離乳食相談コか月蜘 談を実施吹 説 不

低出生体重児と保護者の集い

の保護者を対象に、親同
、社会的な孤立を減らす。

妊娠期からの児童産待予防事業

妊娠期の段階か
要な支援を行い、育児不安等 医療機関、平塚児童相談所、
実施する。

医師等による休養‐こころの柱占づくりに関す
―

年1回実施する。

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

1

2

3

4

健康課

健康課

健康課

健康課

担当課

担当課

担当課

担当課

母子健康手振の交付

妊娠届出があった妊婦に対して、母子手帳を交付し、必要時保健指導をわ 。

母子保健事業における訪間指導

母子保健事業における健康診査

似窒足星t鞘∴離導卍ぢ    する。妊婦・4か月児・8～

母子保健事業における健康教育

対人援助
普及啓発

事業名

事業擁要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

事業名

事業概要

平塚市スクールカウンセラー派遣事業 担当課 1

ス

・提供

平塚市スクールソーシャルワーカー派遣事業 担当課 子ども教育相談センター 2

人材養成

事業名

事業概要

事業名

事業概要
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資料 2-4

平塚市自殺対策計画 (仮称)の策定に向けて

1 前回自殺対策会議における言党明の概要

(本市における自殺対策の取組み)

○ 自殺姑策については、自赳 対策共太法第 13条第 2項に お いて、市町ホヽ子が

自殺対策計画を策定することが義透付けられているところ。

【自殺対策基本法第 13条第 2項】

(都道府県自殺対策計画等)

第十二条

都道府県は、自殺総合紺策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区

域内における自殺姑策についての計画 (次項及び次条において「都道府県自殺

対策計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、自殺総合紺策大綱及び都道府県自殺姑策計画並びに地域の実情
を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画 (次条にお
いて「市町村自殺姑策計画」という。)を定めるものとする。

○ 本市においては、他市に先がけて 「平塚市民のこころと命を守る条例」を

制定し、これまでも各般の取組みを進めてきたところ。

○ 今回の法改正を踏まえ、より積極的に自殺対策を推進すべく、平塚市自殺
対策計画 (イ反称 、以下、自殺対策計画 とい うハ) の策定を進めることとした。

2 平塚市自殺対策計画 (仮称)の策定に向けて

(基本的な考え方)

① 自殺姑策については、特定の福祉部所管分野に属するものではなく、福祉

分野については横断的な取組みが求められるところ。

① また、子育て支援や学校教育、住民間の支えあいといった福祉分野以外と

の連携も重要であり、NPO等の市民活動団体とも連携が求められる。

うした淳携 の考 え方は 「ナ

“

計画 |と モ)合致するモぅのであ り、本市

の現行地域福祉計画においても自殺封策に関する項目を位置付けている。

1

○



【現行計画における自殺対策の記載ぶり】

(4)こ ころと命のサポー ト

【現状】

全国では年間交通事故死者数の約6～ 7倍もの人が自殺で亡くなられ、
平l琢市でも同様に多数の方が自殺で尊しヽ命をなくされてしヽる深亥」な状況
にあります。

【課題】

自殺を個人的な問題に帰するのではなく、社会的な取り組みが閉要であ
ることをはじめ、自殺の問題に関する正ししヽ知識の普及啓発、悩みや困り
ごとの相談先の周矢日、悩みや困りごとを抱えた方を支援につなぐ「ゲート
キーパー」を養成すること (※)が課題となつてしヽます。

【推進の方向性】

市民が健康で生きがいをもつて暮らすことのできる社会の実現に寄与

することを目的に総合的自殺対策を推進します。

【具体的な取り組み】

※ゲー トキーパー養成講座 とは

自殺総合対策大綱において、自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺や自

殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話

を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る、「ゲー トキーパー」の役割を担う人材を養成す

ることとされています。

2

市民の取り組み

・家庭などにおいて本 (絵本)の読み間かせ等を通じて命の尊さを伝

えます。

平塚市の取り組み

。自殺の問題に関する正しい知識の普及啓発、1悩みや困りごとの相談

先の周知、支援へのつなぎ役であるゲー トキーパーを養成します。

(福祉総務課)

社協の取り組み

・総合的な自殺対策を推進するために組織してしヽる平塚市自殺対策会

議や自殺対策担当者会議に委員及び構成メンバーとして参加し、連

携協力を図つています。

・精神保健福祉ボランティア養成講座において、うつなどの精神障害

につしヽて学び、医師などの専門家やボランティアと協力して自殺間

題について広報啓発していきます。



(平塚市地域福祉計画との一体的策定)

○ こうした実態に加え、市町村 自殺 計画の作成にかかる国か らの通知 (平

成 28年 7 1 4日 通矢日) 1こおいて、生活 困窮者支援 との密 な を図るこ

計画へ位置付けることが国から邊言されているところ。
○ 以上のことから、

と考えられる。

○ 地域福祉計画は平成 30年度までが計画期間となつていることから、30
年店 中 こ自 策計画の策定 とな調務歩合わせた改定作業を進める。

○ その際には、自殺姑策計画の事業評価において、アウ トプ ッ トのみならず

する必要がある。

(具体的な計画策定体制)

○ 本日ご説明申しあげたとおり、自殺対策計画と地域福祉計画を一体的に策

定することとした場合には、計画全

策定黍 昌会 (士

“

計画の策定に際 して ご煮 見等 をいただく会議体、以下、

策定委 員会 とい う。)Jで行うことを想定。

○ 一方、

有す る木会議委 員の皆 さまからご意見をいただくことが適当。

○ そのため、自殺対策計画の策定 (及 び地域福祉計画との一体化)に際して

は 、 木会議 でいただいたご青 見を事務局、イこおいて取 りま とめて整理 した上で

策庁参 昌会へお示 しす る進 め方 を基本 とする。

(本会議と策定委員会との連携体制)

① 自殺姑策計画と地域福祉計画の策定を連動させる観点から、本会議の代表

者 (1名 )が、策定委 員会の委員 として参画 していただくことを想定。

○ また、木会議委 員の歩白Lさ まには、希望 じて策定委員会を傍聴 していた

だくことができるものとし、逆に策定委員会の委員も、希望に応じて本会議

の傍聴ができる扱いとする。

(当 面の進め方)

○ 地域福祉計画の改定作業は平成 30年度中を予定しているが、自殺姑策計
面 についてケす十 で 国 カ、ス葉 太 ★ 冷+や市 田Tオ、十デ ル ロ フ ァ イ ル ポ 六の プ

○ そのため、まずは木 日の会議 に

3

オF どが

見 を

れているこ とヰ、あ り、今年度 中か ら策定に着手することが適当。

おいて委員の皆 さまか らい



取 りま とめるとともに、自殺対策計画の策定に際してポイントとなる事項 廻
の基本方併で示 されている事項の うち、本市 として特に射応すべきもの)に
ついて 員の井白しさまか ら可台臓な限 り多 くの ご責 見1 を頂戴す ることといた し

たい。

○ 具体的には、本会議が年 1回 の開催であることも踏まえ、個別にご意見を

寄せていただくため、年度明け早々を 目途に専用の青 見操 出 をお送 りす

n畦また、この様式については、本市 内で 殺予防等 に関わっている団体等

にモぅ送付 し、ご意見をいただく予定。

○ 皆さまからのご意見は事務局で取りまとめ、策庁黍 員会ヘ 告す るので、

賜れれば幸い。

【参考 円平塚市自殺対策計画 (仮称)の策定体制 (イ メージ)】

見 と

4

本会議 策定委員会

自殺姑策計画に盛り込む項目や

取組等に関する意見をいただく

策定委員会からの意見等で検討

が必要な事項がある場合にも、

ご意見をいただく

本会議から示された意見を踏

まえて、地域福祉計画全体に関

するご意見をいただく

に応 じて運営協議会への

検討依頼等をいただく

事務局

本会議からのご意見を取 りまとめて整理 した上で策定委員会へお示

しする

策定委員会からのご意見の うち、本会議へお返 しすべき事案があれば

整理 してお示 しする

自殺対策計画 と地域福祉計画の整合を図 り、具体的な盛 り込み方を調

整する



資料2-5
平塚市 自殺対策計画策定 (地域福祉計画 (第4期 )改定)スケジュール (案 )

自殺対策会議 事務局日代表委員 (自殺対策会議から選出)

H30年4月

各委員から事務局へ意見提出

H30年7月 頃

各委員から事務局へ意見提出

11月 頃

平成30年度自殺対策会議

(素案説明)

※地域福祉計画策定委員会へは、自殺対策会議の代表1名 が出席しも意見等を提出

※自殺対策会議は年1回のため、文書等で個別]司整し意見聴取する。

※地域福祉計画策定委員会への傍聴は自由。

※スケジュールは現在の予定であり、変更になる可能性もあり。

代表委員が参加 ⇒

代表委員が参加 ⇒

地域福祉計画策定委員会

H30年6月 (予定 )

H30年 10月 (予定 )

員会

H30年 11月 (予定 )

地域福社計画パプリックヨメント

H31年 1月 (予定 )

員会

案検討素

事務局で意見をとりまとめ、策定委員会へ自殺対策会議の意見を提出
(代表者4名 が策定員会に出席)

事務局で意見をとりまとめ、策定委員会(事 務局)へ 自殺対策会議の意見を提出

策定委員会での意見等を事務
ヘフィードバツク

局から各委員

第1回策定委員会


